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第８回川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会 議事録 

 

日 時：令和４年12月23日（金）９:28～12:50  

場 所：アートホテル鹿児島「桜島」 

出席者：【 会 場 】釜江委員，後藤委員，渡邉委員 

【リモート】大畑委員，橘高委員，守田委員，佐藤委員 

 

１ 開会 

（事務局） 

 ただいまから，川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会を開会いたし

ます。 

 お手元にお配りしております会次第に従いまして進行させていただきますので，よろ

しくお願いいたします。 

 それでは，はじめに，開会に当たり，鹿児島県危機管理防災局次長の篭原が挨拶を申し

上げます。 

 

２ 危機管理防災局次長挨拶 

（鹿児島県危機管理防災局次長） 

 鹿児島県危機管理防災局の篭原でございます。 

 川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会の開催に当たりまして，一言

御挨拶申し上げます。 

 皆様におかれましては，年末のお忙しい中，御出席いただきまして，心から感謝申し上

げます。 

 さて，川内原発の運転期間延長については，当分科会において，今年１月から特別点検

結果等について御議論をいただいているところでございます。 

 本日は，劣化状況評価結果の主要６事象のうち，低サイクル疲労，原子炉容器の中性子

照射脆化について，九州電力から御説明をいただくこととしております。 

 皆様にはこれまでも熱心に御議論をいただいておりますが，本日も忌たんのない御意

見を賜りますよう，よろしくお願い申し上げまして，開会の挨拶とさせていただきます。 

 本日はよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 続きまして，会議開催に当たり，注意事項を申し上げます。 

 会場の皆様におかれましては，新型コロナウイルス感染症対策の観点から，マスクの着

用をお願いいたします。 

 次に，Ｗｅｂ会議で御参加の方は，御質問や御意見等，御発言の際は，カメラに向かっ

て挙手し，座長の指名を受けた後，名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。 

 なお，音声が聞き取りにくい場合などはおっしゃってください。 

 また，御発言される時以外は，パソコン画面下の音声ボタンをミュートの状態にしてい
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ただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 それでは，座長進行をお願いいたします。 

 

３ 議事 

(1) 劣化状況評価結果について 

 ① 低サイクル疲労について 

 

（釜江座長） 

 はい。座長を仰せつかっています釜江でございます。それでは今日も半日よろしくお願

いしたいと思います。 

 非常にタフな内容でございますので，早速議事の一つ目に移りたいと思います。 

 ただいま御紹介ありましたように，本日は，劣化状況評価の結果のうちの２項目という

ことで，まず低サイクル疲労について九州電力さんの方から御説明をお願いいたします。 

 

（九州電力） 

 皆様，おはようございます。 

 九州電力原子力経年対策グループの石井でございます。 

 本来説明に入る前に川内原子力総合事務所長の川江の方から一言御挨拶を述べさせて

いただくところではございますが，移動に時間を要しておりまして，少し遅れておりま

す。申し訳ございません。 

 それでは本日は，運転開始から40年を踏まえた高経年化技術評価のうち低サイクル疲

労及び原子炉容器の中性子照射脆化の評価結果等について御説明させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 では，早速資料の説明に入らせていただきます。 

 

（九州電力） 

 九州電力原子力発電本部の上村です。よろしくお願いいたします。 

 資料１を用いまして，川内原子力発電所１，２号炉の劣化状況評価結果のうち低サイク

ル疲労について御説明させていただきます。 

 低サイクル疲労につきましては，第３回の分科会で30年目の評価を御説明させていた

だいております。今回は40年，劣化状況評価で特に変わったところを中心に御説明させて

いただければというふうに思っております。 

 ページをめくっていただきまして１ページ，目次でございます。この流れで御説明をさ

せていただきます。 

 ２ページになります。第３回の御説明では国の審査会合資料を使用していたというこ

ともありまして，この辺り低サイクル疲労というところの御説明が余りしっかり書かれ

ていなかったことも踏まえまして，概要を記載してございます。 

 少し読ませていただきますが，低サイクル疲労につきましては，プラントの起動停止等

に受ける温度圧力により機器の構造不連続部等に局所的に大きな応力変動が生じ，それ

が供用期間中に繰り返された場合に，疲労割れの発生に至る可能性がある劣化事象でご
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ざいます。 

 このような応力変動の影響を考慮しましても，評価対象期間，今回運転開始後60年です

が，疲労割れの発生に至らないことを確認する必要がございます。ここでは後ほど御説明

しますが，原子炉容器を代表としまして具体的な評価を，その他の評価対象につきまして

は後段で代表機器以外の技術評価ということでお示しをしてございます。 

 ページをめくっていただきまして３ページになります。代表機器の選定につきまして

は，30年と同様ですが，まず低サイクル疲労割れにつきましては，先ほど申し上げた温度

・圧力の変化によりまして，機器の構造不連続部等に応力が生じるということで，下の

方，劣化状況評価書におけるグループ内代表機器の選定としましては，評価対象機器を構

造（型式等），あとは使用環境を材料に応じてグループ化を行っておりまして設備の重要

度（高い），あとは使用条件（温度，圧力が厳しい）等を考慮しまして代表機器をグルー

プ内で選定しております。 

 代表機器の選定でございますが，少し繰り返しになりますが，今回原子炉容器本体を以

降御説明させていただきます。 

 ページをめくっていただきまして４ページ目です。こちらに原子炉容器の評価対象部

位をお示ししてございます。右の表でございますが，①から⑩ということで評価対象部位

を10か所選定して評価をしてございます。少し小さくて見づらい部分がございますが，※

１ということで後ほど評価の内容も御説明しますが，設計・建設規格に基づく疲労評価対

象部位ということで大気中の評価になりますけれども，こちらをまず※１で記載してお

ります。※２につきましては，これもＪＳＭＥになりますけれども，環境疲労評価法手法

というのがございまして，こちらに基づく評価を※２で示している部分で評価をしてご

ざいます。 

 次の５ページ目になりますが，健全性評価の内容の御説明になります。適用規格等につ

きましては，30年前と変更ございませんで，日本原子力学会の原子力発電所の高経年化技

術対策実施基準に基づき，以下に示しますＪＳＭＥの設計・建設規格，あとは環境疲労評

価手法，こちらを用いて評価をしてございます。 

 疲労評価に過渡条件が必要になりますが，その過渡条件の設定を３.に示してございま

す。過渡条件の繰り返し回数は実施基準に基づき，算出しておりますが，運転実績に基づ

く2019年度末，2020年３月までの過渡回数を用いまして，60年時点の過渡回数を推定して

ございます。 

 原子力容器につきましては，②で示しています上ぶた，それに伴います管台，空気抜き

管，スタッドボルト，こちらを取り替えておりますので，未取替機器，あとは取替機器と

いう形で，過渡回数の算出を分けてございます。 

 この過渡回数の算出の考え方も基本的には，30年目の評価と変わりませんが，後ほど御

説明させていただきますが，この余裕というところが，それぞれありますけれども，この

余裕の考え方が30年と40年で異なっている部分がございます。 

 その御説明を次の６ページ以降させていただきます。グラフを示してございますが，１

号炉の過渡回数の設定のイメージ，これは停止の過渡があるのですけれども，そちらでお

示ししてございます。まず運転開始が1984年７月ということで，それから東日本大震災の

ところの2013年１月の長期停止開始というところまでは年平均の過渡回数を実績頻度を
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まずは考えてございます。長期停止期間がございましたので，下の帯の部分になります

が，１号でいきますと21回定検，この部分が②で記載しておりますが，評価上は長期停止

期間として取り扱って，過渡の発生回数というのは０回にしております。 

 その後，再稼働を迎えまして，2020年３月まで実績の過渡を考えてございますが，③で

すね，それ以降の部分になりますと，文書を書いてございますが，評価上，通常の断続運

転，これは通常運転のことですが，通常運転状態が継続している期間として取り扱ってお

りまして，①の期間における年間過渡回数に余裕を考慮した頻度で，過渡回数が発生する

ものと想定してございます。 

 30年目の評価は上のグラフで青い点線のような過渡回数の考えをしていたのですが，

赤で示します傾きというのは実績頻度について，1.5倍の余裕を取っておりますが，30年

目は1.0倍，40年目の評価1.5倍ということで，ここの過渡回数をより厳しめに評価してい

るものになります。 

 次の７ページになりますが，過渡回数の策定方針の特記事項を記載してございます。基

本的な特記の内容は変わりございませんが，11番に先ほど申し上げました評価過渡回数

の余裕について記載をしてございます。 

 繰り返しになりますが，評価用過渡回数というのは，年平均過渡回数に残年数をかけた

後に十分な余裕ということで，川内１，２号炉につきましては，1.5という数値を採用し

て評価をしてございます。 

 以降，疲労評価に用いた過渡回数を示しますが，下側になお書きで記載してございます

が，設定する過渡回数というのは，運転状態Ⅰ，通常運転の状態，あとは運転状態Ⅱ，供

用期間中に予想される機器の単一故障等における通常運転状態の逸脱状態ということで，

これも規定に決められているのですが，この過渡回数を計算してございます。 

 ８ページ以降，過渡回数を記載してございます。まず８ページは，１号炉の１／４とい

うことで，まずは未取替機器の疲労評価に用いた過渡回数を記載してございます。今回40

年目の評価ということで，右の２列に30年目の評価結果との比較をしてございます。 

 ９ページになります。９ページは未取替機器の疲労評価に用いた過渡回数のうち，運転

状態Ⅱに基づくものになります。同様に，次のページ，１号炉の３／４ということで，今

度は取替機器ということで，先ほど申し上げました上ぶた，それに伴います取替え箇所の

運転状態Ⅰの過渡回数，11ページは運転状態Ⅱの取替機器の過渡回数を示してございま

す。同様に12～15ページは，その２号炉に相当するものをそれぞれ記載をしてございま

す。 

 実際の具体的な代表機器の技術評価を16ページから示してございます。今，御説明させ

ていただいたところまでで過渡の回数が決まりました。ここから解析等によりましてピ

ーク応力を求めて許容繰り返し回数というところを求めていきます。それに基づいて60

年目の推定値との比を取りまして，疲労の係数を出していくというようなやり方ですが，

そのやり方につきましては参考資料で，29ページに付けておりますが，また後ほど触れた

いと思いますけれども，実際の技術評価の内容としましては，３.５から先ほどの過渡回

数を踏まえて記載をしてございます。 

 設計・建設規格に基づき，大気中での疲労評価を行った結果，疲労累積係数，Ｕｆと呼

んでおりますが，これが１を下回ることを確認しております。また，もう一つ方法がござ
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いまして，接液環境にある評価点につきましては，環境疲労評価手法というものを用いま

して，同じように疲労累積係数を求めまして，こちらも１を下回るということを確認して

ございます。 

 左下の表にそれぞれ１号炉の大気中の疲労累積係数，右側に環境疲労評価ということ

で，接液部については，疲労累積係数を出した結果を記載してございます。括弧の中に30

年目との比較ができるように30年目の評価結果も記載してございます。 

 今回，17ページ以降，その中でも比較的高い疲労累積係数でありました出口管台の評価

結果を少し詳細に記載してございます。１号機の例ですが，先ほど申し上げました設計・

建設規格に基づき，評価点①～⑭と書いていますが，すみません誤記がございまして①～

⑱になります。申し訳ございません。①～⑱につきまして，大気中環境での疲労評価を行

った結果，先ほど申し上げたとおり，全ての評価点において許容値を下回る，１より小さ

いですけれども，それを確認してございます。 

 原子炉容器の出口管台において最大になったのは，赤字で右下の図で記載してござい

ますが，出口管台の凹部ですね。17ページになりますが，ここが一番厳しいところでした

が，ここの係数としましては，0.042でございました。 

 また，ここにつきましては，クラッド施工していますので，接液部ではございませんが，

右側の方のセーフエンドと書いている部分，上部胴，出口管台まではクラッドの施工がご

ざいますが，出口管台セーフエンドにつきましては，接液している部分になりますので，

先ほど御説明しました接液部に関する環境疲労評価手法を用いまして，その中でもまず，

大気中の疲労係数が高かった評価点①について，環境疲労評価手法を用いた結果，こちら

の結果もＵｅｎで示していますけれども，0.001ということで，許容値である１を下回る

ことを確認してございます。 

 次のページですが，これまで分科会の場でも特別点検を御説明させていただいており

ますが，実際に実施しました特別点検のうち，先ほど申し上げましたノズルコーナーにつ

きましては，クラッド部の疲労を確認してございます。点検内容につきましては，６か所

のノズルコーナーに対して，渦流探傷試験，ＥＣＴを実施してございます。検出精度とし

ましては，１mm程度のＥＣＴを用いまして確認をした結果，１，２号炉ともこれまで御説

明させていただいていますとおり，有意な欠陥を認められてございません。 

 これから何が言えるかといいますと，もともと今の低サイクル疲労というのは，母材の

疲労を確認してございますが，今回の特別点検の結果からも実際，ステンレスクラッドに

おいても，疲労割れ等の有意な劣化というのが確認されておりませんので，母材部につい

ては，しっかりとステンレスクラッドにより適切に保護されているということが確認で

きておりますので，我々が先ほど申し上げました非接液部についての評価をしてござい

ますけれども，この辺りの評価についても妥当であるというふうに考えてございます。 

 19ページ以降，現状の保全について御説明をさせていただいております。こちらも30年

から大きく保全の内容が変わるものではございませんが，実際の原子炉容器の評価部に

対する広がりの保全というのは，原子力規制委員会の文書でございます亀裂の解釈と呼

んでおりますが，こちらと維持規格に基づいて，我々検査プログラムや試験方法，範囲と

いうのを，供用期間中検査，ＩＳＩとして実施してございまして，それぞれ種々の方法，

ＵＴであったり，ＰＴ，目視検査を用いて健全性を確認してございます。 
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 クラッドにつきましては，開放した時に目視点検を実施しまして損傷がないことを確

認してございます。 

 次のページに実績を記載してございますが，これまでの点検の結果，問題がないという

ことを現状保全の中で確認ができております。 

 今後の高経年化技術評価につきましては，実績過渡回数に基づく評価というものを引

き続きやっていきたいというふうに思っております。 

 次の20ページに先ほど申し上げました現状保全のうち供用期間中検査，ＩＳＩの内容

を整理してございます。比較的至近の定検で１，２号とも確認ができておりまして，定検

の実績と年度を記載してございますが，それぞれ良好な結果を得ております。 

  21ページに総合評価を記載してございます。運転開始後60年の供用を想定した原子炉

容器の疲労評価につきましては，累積係数が１を下回りまして，疲労割れの発生が問題と

なる可能性はないというふうに考えてございます。また，先ほど御説明しました特別点検

におきまして，出入口管台においてＥＣＴを実施した結果，有意な欠陥は認められなかっ

たということで，このことも疲労評価の結果の妥当性の確認の一つにできているという

ふうに思っております。ただし，疲労評価というのは，実過渡回数に依存するものでござ

いますので，今後も実過渡回数の把握をしながら評価をしていく必要があるというふう

に思っております。そういったところも踏まえまして，６.で高経年化評価への対応とい

うことで記載をしてございます。 

 これまで御説明させていただきました疲労割れについては，実績過渡回数を継続的に

確認をしていくということを踏まえまして，我々申請時に出しました施設管理方針の中

にも実績過渡回数の確認を引き続きやっていきまして，運転開始後60年時点の推定過渡

回数，我々が考えている過渡回数を上回ることがないかというのを引き続き確認してい

きたいというふうに思っております。 

 22ページ以降，先ほど原子炉容器で御説明させていただきましたけれども，代表機器以

外の技術評価について御説明をさせていただいております。分類としましては，ポンプ熱

交換機容器につきまして22ページに，配管につきまして23ページ。弁，炉内支持構造物，

重要機器のサポート類につきまして24ページに記載してございます。いずれも許容値の

１を上回るような疲労累積係数は確認されませんでした。 

 25ページ以降は，代表機器以外の現状保全の内容も記載させていただいてございます。 

先ほど申し上げました分類に対しまして，現状保全の内容とその至近の定検での結果を，

25ページ以降，26ページ，27ページに記載をしてございます。 

 28ページになります。まとめになりますが，40年目ということで，原子炉規制委員会か

ら実用発電用原子炉の運転期間の延長審査基準というものが出ていまして，これに基づ

いて評価をしていますが，その中で，低サイクル疲労というものにつきましては，要求事

項としましては，先ほど申し上げた累積係数が１を下回ることということで，これまで御

説明させていただいた結果のとおり，全ての部位で１を下回ることを確認してございま

す。説明は以上になります。 

 この後29ページ，先ほど申し上げました，低サイクル疲労の技術評価のフロー，30年目

における機器の結果というものを御参考でつけております。30，31，32ページになります。

33ページに応力解析，今回，評価に用いていますが，応力解析であったり，疲労累積係数
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の算出というところを，参考のフローをつけております。スタッドボルトを除く部位と，

スタッドボルト少し変えておりますので，最後のページ，34ページで，スタッドボルトの

評価のフローをつけてございます。以上で説明を終了いたします。 

 

（釜江座長） 

 はい。ありがとうございました。それでは，ただいまの御説明に対して，御質問，御意

見等ございましたらよろしくお願いいたします。佐藤委員，どうぞ。 

 

（佐藤委員） 

 はい，佐藤でございます。どうも御説明ありがとうございました。幾つか確認させてい

ただきたいことと，質問させていただきたいことがあります。 

 まず資料の29ページに評価フローが示されているわけですね。これを見ますと，フロー

の下から二つ目に，この疲労累積係数Ｕｆの総和を求めというふうに書いてありますの

で，この繰り返しピーク応力と，それから繰り返しの発生回数ですね。これを個々に計算

をして，それを積算すると，そういう手法であるというふうに解釈されるわけです。その

前の，これは８ページ以降ですかね。繰り返し回数の過渡回数ですね，これのリストがず

っと載っているわけですけれども。結局，この表にあるこの回数にある繰り返し応力を掛

けて計算すると。そういう単純化した計算ではなくて，実際にはそれぞれの過渡現象で発

生する繰り返し応力というのはそれぞれ違うわけですので，それぞれに対して評価をし

た上で積算していると。それがフローチャートの趣旨なわけで，本来そうやって計算する

というふうに理解しているわけなのですけれども，そこで食い違いがないということを

確認したいと思います。 

 つまり単純化して計算したものではなくて，ここに評価したものの積算値として求め

たのが，最終的に疲労累積係数として評価した値だと。そうなっているということを確認

させていただきたいと思います。それが質問の一つ目です。 

 それから16ページ目の環境疲労評価手法による解析結果が表１の右側にあるのですけ

れども，こちらの方がより厳しくない数字になっているのですが，これの理由を説明して

いただきたいと思います。 

 それから三つ目ですが，今回評価する，評価した箇所ですね。これが４ページ目に10か

所示してあるのですが，これは低サイクル疲労の観点から10か所抽出したということな

わけですけれども，部位によって，この高サイクル疲労を受けるところもあるわけですよ

ね。質問したいのは，この低サイクル疲労で疲労にさらされる部位と，それからこの高サ

イクル疲労にさらされる部位，それが重複する部位というのはないのだろうかというこ

と。 

 例えばこの４ページ目の絵で言いますとこの①の冷却材入口管台。ここはちょっとＰ

ＷＲの知識がなくて申し訳ないのですけれども，かつてＢＷＲではここに熱サイクル疲

労が発生して，熱サイクル疲労というのは高サイクル疲労になるわけですけれども。それ

で亀裂が発生したという事象が1970年代に多発しているわけです。そのように高サイク

ル疲労と低サイクル疲労の条件が重なる部位というのはないのだろうかと，そういう視

点でレビューしたのだろうかというのが，三つ目の質問です。 
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 それから最後，四つ目ですが，24ページ目に解析結果として0.915とか0.916という高い

数字が出ている箇所があるわけですね。こういうところに対して，１を超えないというこ

とを確認するために，例えばこの数字がどこまで近づいてきたら，特に注意した検査をす

るようにするのかというような目安みたいなものをお考えであれば，その辺もお聞かせ

いただきたいということです。以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい。ありがとうございました。四つ質問があったと思いますが，よろしくお願いいた

します。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です御質問ありがとうございます。 

 まず29ページのフロー図の下から２番目，Ｕｆ値の総和というところのお話ですが， 

佐藤委員のお話されたとおりでございます。過渡回数どおり，それぞれ応力を求めて，ま

た，実際の繰り返し回数というのも過渡ごとに決まりますので，それの比を求めまして，

最終的に足し込んで，１を超えないかという形で，いろいろな過渡に対する係数を出しま

して，最終的に累積係数として出しているということになります。 

 二つ目に頂きました，16ページでいきますと，実際に接液部に対して評価を行っており

ます，環境疲労評価手法の方が低くなっているという理由でございますが，環境疲労の評

価につきましては，環境効果補正係数というものを用いてございます。実際に先ほどまで

御説明させていただいていたＵｆの方ですね。Ｕｆに対して先ほど申し上げました補正

係数というものを掛け算するのですけれども，実際にこの補正係数というのが，例えば一

次系冷却材に含まれます溶存酸素であったり，環境の温度，材料の利用の含有率，こうい

ったものを踏まえて算出するケースになります。ですので，それらと過渡の組合せという

ところを評価しますと，ＲＶについては，この0.01とか0.004という結果になったという

ことになってございます。後ほど，先ほど頂いていました弁の方とかは高いのが出ている

部分もありますので，それぞれの環境に応じた係数を算出しますので，低くなったり高く

なったりするものになります。 

 三つ目の高サイクル疲労との重畳でございますが，先生がおっしゃったとおり，熱成層

とかキャビティフロー，こういったものが高サイクル疲労の対象になる。あとは高サイク

ルで言えば，回転機器の軸だったり，そういったものも高サイクルとしてありますけれど

も，我々劣化状況評価を行う中で高サイクルという事象についてもしっかり確認をして

おりまして，ＰＷＲのＲＶにつきましては，高サイクル疲労を考慮すべき部位というのは

ないというふうに考えてございます。なので，低サイクルと高サイクルが重畳する部位と

してはございませんので，そのような評価になってございます。もちろん配管とかポン

プ，こういったものは高サイクルとして確認しているものはございますけれども。そうい

う状況でございます。 

 最後の御質問になりますが，24ページ。具体的な設備名で言いますと，蓄圧タンク出口

第２逆止弁弁箱ということで，１，２号とも環境疲労評価手法が１に近いという状況にな

ってございます。ＲＶと違いまして，ここは環境疲労の方が高い状態になってございます
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が，先ほど申し上げました趣旨のパラメーターがございまして，違うという部分と，この

弁につきましては，実際に評価をしています過渡の中で，我々川内としては未経験ですけ

れども，蓄圧タンクの例えば出口弁の誤動作であったり，一次系冷却材の異常な減圧と，

こういったものを過渡として考慮してございます。これらが先ほど申し上げました余裕

というところを踏まえると，我々こういった未経験の過渡も１回という形で評価をして

いるのですけれども40年，1.5倍をしますので，1.5という数字でなく２倍というものを使

っていまして，非常にこの過渡が影響しているというところがまず一つでございます。 

 御指摘のとおり１に近づいてきた時にどうするかというところでございますが，我々

先ほど申し上げたとおり，今から運転をしていく中で，評価をしました先ほどの過渡が変

わりがないかというところをずっとウォッチしていくことにしてございます。ですので，

先ほど申し上げた出口弁の誤動作であったり異常な減圧，これらが未経験ではあるもの

の，出てきた時に１を超えるということになりますので，そういうものが出てきた場合に

は，先生がおっしゃったとおりどういった確認をすべきか，もちろん異常な過渡を経験し

ましたら取替えも含めて，そういった保全というものをその時にしっかり考えていくも

のというふうに考えてございます。以上になります。 

 

（釜江座長） 

 はい。ありがとうございました。佐藤委員いかがでしょうか。 

 

（佐藤委員） 

 はい。結構だと思います。どうもありがとうございました。 

 

（釜江座長） 

 はい。ほかに。守田委員。 

 

（守田委員） 

 九州大学の守田と申します。御説明いただきましてありがとうございました。 

 一つ教えていただきたいのが，今日御紹介いただいたのは，プラントの起動停止に伴っ

て，材料にどのように疲労がたまっていくかを，疲労累積係数という形で評価された結果

についての御紹介だったと思います。 

 この経年劣化による疲労累積係数に，想定を超えるような地震によって発生する荷重

が重畳した場合に，どのような信頼性の評価になるのか，この部分について御紹介をいた

だけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

（釜江座長） 

 はい。九州電力さんよろしくお願いします。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。御質問ありがとうございます。 

 今回，例えば８ページ，９ページに運転状態Ⅰ，Ⅱの過渡を記載してございます。御指
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摘のとおり，この中に地震というものはございませんが，実際には劣化状況評価と併せて

各部の地震による影響というものも評価をしてございます。なのでここに挙げています

部位につきましては，実際に地震が起きた時の疲労の係数というものも確認をしており

まして，それらが１を超えないということも併せて確認をしているものになります。簡単

ですが，以上になります。 

 

（守田委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 もう一つ，先ほど佐藤委員の方からの質問の中でも出てきましたが，高サイクル疲労の

お話については，少し口頭で今日御紹介いただいたのですけれども，この分科会では特に

高サイクル疲労の評価結果については，御紹介いただく予定はないのでしょうか。 

 

（釜江座長） 

 はい。九州電力さんよろしくお願いします。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。 

 もちろん劣化事象としましては，申し上げたとおり高サイクル疲労の確認をしてござ

います。ただ，我々が劣化状況評価を行っていく上で日常の保全であったり設計の段階で

ある程度対応ができている事象というものにつきましては，別途評価しているのですけ

れども，対応が可能，いわゆる低サイクルとか脆化とか，ＩＡＳＣＣのように，応力の評

価というよりもそういった設計，あとは保全でカバーできる範囲に入っているというこ

とで，それを考えて今回御準備をしていないというものになります。以上になります。 

 

（守田委員） 

 承知しました。どうもありがとうございました。 

 

（釜江座長） 

 よろしいでしょうか。すみません，ちょっと確認，先ほど地震に対しても，多分川内は

そんなに大きな地震荷重を受けたことはないとは思うのですが。やっている，やりますと

いう話でしたか。 

 

（九州電力） 

 はい。やって評価をしてございます。 

 

（釜江座長） 

 やっているということですね。はい，ありがとうございます。ほかに。大畑委員。 

 

（大畑委員） 

 大阪大学の大畑です。御説明ありがとうございました。 



 - 11 - 

 今回，疲労累積係数を算定するに当たって応力解析をされているということですけれ

ども，資料の中にこれが弾性解析なのか，弾塑性解析なのか，そういった記述が見当たら

なかったように思いますので，どういう解析をされているかということを教えて下さい。

加えて，実際には各局所的なところに生じている応力は，やはり弾性域で収まっているも

のだったのかどうかということを教えていただきたいと。 

 もう一つは，この疲労累積係数の意味が，結局先ほど説明いただきましたけれども，許

容回数に対する実回数の積算ということで，いわゆる分母が限界繰り返し回数でなくて，

ある許容繰り返し回数を設定されているかと思います。その意味，思想をお話していただ

いた方が，疲労累積係数が今回のほとんどの結果で１を大きく下回っているのですけれ

ども，例えば１に近くなった時には，壊れる限界に近い状態になっているのかという誤解

も招くようなことにもなるかと思いますので，許容値としてどういうものを設定されて

いるかというところのお話はあった方がいいかなと思いました。 

 

（釜江座長） 

 はい。ありがとうございます。九州電力さんよろしくお願いいたします。 

  

（九州電力） 

 九州電力の上村です。 

 まず一つ目の御質問についてですけれども，恐らく弾性だったと思いますけれども，詳

しくしっかり正確に御回答させていただきたいというふうに思いますので，また御回答

させていただければと思います。実際の繰り返し回数，分母にくる繰り返し回数というも

のにつきましては，先生がおっしゃったとおり許容の部分になります。限界ではなく許容

ということになりますが，それらの思想については，それぞれの過渡に応じてちょっと違

いがございますので，また先ほどの御質問と併せてその辺の考え方を，また改めて御説明

させていただこうかと思っています。許容であることは間違いございません。 

 

（大畑委員） 

 そうですね。その方が一般の方にも誤解なく意味が伝わるのではないかと思いますの

で，よろしくお願いいたします。ちなみに，分母に関しては，固定値を使われているのか

どうかというところも併せて後日教えていただければと思います。いわゆる限界値，そし

てそれに基づく許容値というものが，何十年たっても同じ値を使い続けているのかどう

かというところですね。よろしくお願いいたします。 

 

（九州電力） 

 承知いたしました。ありがとうございます。 

 

（釜江座長） 

 それは次回でよろしいですか。 

 

（九州電力） 
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 すみません。九州電力本店からよろしいでしょうか。 

 

（釜江座長） 

 はい。どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店の牟田です。 

 大畑委員の一つ目の御質問について補足させていただきます。資料の33ページを御覧

ください。資料33ページで評価の流れ，フローを示しておりますが，弾性解析なのか弾塑

性解析なのかという御質問ですが，フローの左下の方，通常は弾性解析を行うのですが，

弾性域を超える場合については，詳細に簡易の弾塑性解析を行いまして，満足するかとい

うことを評価しています。補足は以上になります。 

 

（釜江座長） 

 ありがとうございます。すみません，ちょっと聞き逃したのですが，資料のどこでした。 

 

（九州電力） 

 資料１の33ページです。 

 

（釜江座長） 

 資料１のですね。 

 

（九州電力） 

 その33ページです。 

 

（釜江座長） 

 ありがとうございます。 

 

（大畑委員） 

 結局，今回は弾塑性解析に至らないようなものばかりだったということでよろしいで

すか。 

 

（釜江座長） 

 いかがでしょうか。どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店の牟田です。 

 その認識で間違いございません。 

 

（大畑委員） 
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 ありがとうございます。 

 

（釜江座長） 

 佐藤委員どうぞ。 

 

（佐藤委員） 

 佐藤でございます。 

 今，九州電力さんが回答を保留にされたことだと思うのですけれども，私の理解では，

累積係数が１の状態というのは亀裂が始まる状態というふうに，少なくともアメリカで

はそのように定義しているのです。確か九州電力さんの資料にもそのような趣旨で書い

てあったようにちょっと見受けたのですけれども，なぜ今それについて保留されたのか，

ちょっと不思議に思ったのですけれども。普通は累積係数１というのは亀裂の始まりと

いうふうなことだったと思うのですよね。それを本当に保留されるのですか。 

 

（釜江座長） 

 いかがですか。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店からよろしいでしょうか。 

 

（釜江座長） 

 どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店から牟田です。 

 おっしゃるとおりでして，設計疲労線図を元に，そこの線に至りますと疲労が発生する

というしきい線になりますが，それに余裕を持った値でもって，許容回数の分母を定めて

おります。以上でございます。 

 

（釜江座長） 

 疲労割れの発生ということですね。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店から牟田です。 

 そのとおりでございます。それを今回の資料に記載しておりませんので，それをちょっ

と保留させていただいております。以上でございます。 

 

（釜江座長） 

 佐藤委員いかがでしょうか。 
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（佐藤委員） 

 ちょっと私も定かでないのですけれど，何かそういうことを，亀裂の発生というふうに

読めるような記載がどこかにあったような気がしたのですけれども，ちょっと私の気の

せいかもしれません。 

 

（釜江座長） 

 21ページの総合評価のところに「疲労割れの発生が問題となる」と書いてありますがそ

こではないですか。 

 

（佐藤委員） 

 そこだったと思います。 

 

（釜江座長） 

 発生が問題ということ，発生するということと同じなのか同義なのかちょっと分かり

ませんけれど，意味はそれでよろしいのですか。九州電力さん。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。 

 意味としてはそうなりますが，もともと用いているのは先ほどの牟田と重なりますけ

れども，許容繰り返しというところになりますので，その許容の部分が限界かというとこ

ろの考え方の部分を整理させていただきたいということで，ちょっと保留にさせていた

だいているものになります。 

 

（釜江座長） 

 佐藤委員よろしいですか。「許容」で縛っているので，それを超えればすぐ割れが発生

するという話ではないと。そこに安全率があるということらしいですが。佐藤委員，アメ

リカとの違いがあるのかどうかちょっと私も存じ上げないのですが，いかがですか。 

 

（佐藤委員） 

 どうなのですかね。亀裂が発生したからたちまち壊れるというわけではないというの

は，もう常識ですよね。そこからどこまで亀裂が進展していって，もつのかもたないのか

と，そういう判定にいくものだというふうに理解していますので，私は，特にこの疲労累

積係数が１になったということが，その機器として限界を迎えたというふうには解釈し

ていなかったのですけれども。今問題になったのは，Ｕｆ，疲労累積係数が１になったら，

もうこれは本当に破損するぎりぎりのところじゃないかと，そういう誤解もあるかもし

れないから明確化した方がいいでしょうという，そういう話だったわけですので，そこは

もっと明確にお答えしてもらってもよかったのかなというふうに思ったので，ちょっと

提起させてもらったわけなのです。 

 

（釜江座長） 
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 ありがとうございます。ちょっと何かコメントありますか。九州電力さん。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。 

 佐藤委員，ありがとうございます。我々もその趣旨で今後資料を明確に作らせていただ

きます。ありがとうございました。 

 

（釜江座長） 

 多分１に近い時には少しその辺が問題になってくると思うので，よろしくお願いしま

す。 

 

（後藤委員） 

 すみません。 

 

（釜江座長） 

 後藤委員。 

 

（後藤委員） 

 後藤です。 

 疲労のことなのですが，私も機械設計の方で疲労のことをやっていたことがありまし

て。疲労というのは，御承知のように繰り返しのために，亀裂の発生を基本的に見るわけ

ですけれど，その時にある材料を持ってきて，それに亀裂が発生して破断って，そこの距

離ですね。発生から破断までの。材料でいくともう破断で見ているのですけれど，それは

構造体の方としては亀裂の発生というふうに考える。 

 その時に，安全率として応力で大体２倍ですか。繰り返し数で20倍とかそういう非常に

幅のある判断をしている。だから余裕があるのだと。佐藤委員がおっしゃったように余裕

がある。それはそのとおりだと思います。 

 ただし，今の累積疲労係数，例えば１に対してという話になった時，設計する立場から

考えると，通常はそれが0.00幾つとか小さい値はもちろん全然問題ないでしょうけれど

も，１桁になる，0.幾つとなってきた時には非常に注意をするというのは常識だと思いま

す，疲労をやっている人にとって。 

 その上でいろいろなことを申し上げますと，私の経験ですけれどもね，私はダムの水門

といいますか，スクリーンのですね，それのデータを取って振動解析と疲労解析とシミュ

レーションと全部やっていたのです。その時に，大体これだと30年から50年はもつという

シミュレーションで出ていたのです，答えが。ところが，それが10年以下で壊れています。

私困ってしまって，どうしたかといいましたら，やはり一つは，疲労そのものが本当に通

常の評価であるか。今回はその議論はいいのでしょうけれどもね，腐食疲労だったのです

ね。 

 そうすると，腐食が絡んだ疲労ってそういうことがあるんだとか，そういうことから桁

違いにずれてくることがある。通常，鉄鋼材料は，いくら繰り返し数を増やしても，疲労
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が発生しない疲労源があるが，腐食疲労では疲労源がない。つまり言いたいことは何かと

いうと，疲労そのものがすごく分かりにくいことと同時に，いろんなモードが入った時に

難しくなるというのがあるだろうと。だから，値が小さいから大丈夫だというものの見方

だけではちょっと，もちろんそれ自体を否定はしませんけれど，今回の場合はこうだと認

めますけれども，ですけれども注意しなければいけない部分がある。 

 実際に結構軸が疲労でやられていますよね。あれは設計上はそのようなことは起こり

得ないと考えてやったのですけれど，実はよく調べていくと非常に亀裂が発生しやすい

ところがあって，たまたまね。それによって，あと荷重の方もあるかもしれませんが，そ

ういうことで実際疲労というのが起こる。 

 実際の産業で損傷事例を見ますと，材料の疲労というのは圧倒的に多いわけですよ。疲

労強度によるのがものすごく多いわけですよ，機械では。それは常識なわけですね。そう

考えると，原子力の場合には非常に通常よりはよくやっているとは，そこのところは検討

しているとは思いますけれども，余り安易に見ると非常に危ないというのが私の認識で

す。もしそれがないならば，軸が切れるなんてこと，結構大きな軸ですからね，あれが疲

労でやられるなんてことはありえないでしょう。これは何かというと，最初の予測ができ

ていなかったということに尽きるわけですから，そういうことをもって大丈夫だという

ことより，むしろどこがどうなったら危ないかということを認識するのが一番大事じゃ

ないか。その上で，今回はそれを見たところ大丈夫だったと，そういう意味になると思う

のですね。すみません，余分なことを言いまして。 

 

（釜江座長） 

 ありがとうございます。非常に良い示唆だと思いますが，そういうところは長期計画と

いいますか，保守計画といいますか保全計画といいますか，そういうところでしっかりと

見ていくというのが大事だと思いますが，何かコメントよろしいですか。九州電力さん。 

 

（九州電力） 

 ありがとうございます。大変参考になります。我々もおっしゃるとおり，これが１を切

っているからもう大丈夫だというふうに思っていることはまずなくて，併せて御説明さ

せていただきました現状保全であったり，先ほど回転機器につきましては我々も疲労と

いうところに着目して振動の解析，振動を採取したりしてございますので，また引き続き

そういった一面的な見方ではなくて，全面的に見て対応していきたいというふうに思っ

ております。ありがとうございました。 

 

（後藤委員） 

 すみません，一言だけちょっと付け加えさせてください。 

 

（釜江座長） 

 どうぞ。 

 

（後藤委員） 
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 ＢＷＲの方で大型の再循環ポンプが壊れた，疲労でやられたものがあるのですけれど

も，その時を考えてみますと，本来はすぐ止めてやればよかったのですけれど，ずっと引

きずってしまったわけです。そうすると，何を言いたいかというと，疲労で大丈夫だと思

っていたのだけれど，それがたまたま何か，例えば共振して振動が増幅するとか，とんで

もない状態が入って，それをすぐ気が付けばいいのだけれど，見落としてそのまま続ける

と，結果としてなるというパターンといいますかね。 

 それが一番起こり得るというふうに私は認識していまして，もちろんほかのパターン

もあるかもしれませんけれど，ですからそういうところをどうやってそういうことにな

らないようにできるかという保全の計画が大事だろうというふうに，私は老婆心ながら

思っております。以上です。 

 

（釜江座長） 

 ありがとうございます。 

 渡邉委員。 

 

（渡邉委員） 

 渡邉ですけれど，前にも申し上げたのですけれども，原子力の材料の環境というのは非

常に複雑な環境で，単に今回のように低サイクルの疲労という現象ではないのですね。 

例えば中性子もやってきますし，その高サイクルの疲労ももちろん付加されますし，熱時

効の現象というものもやってくるわけですよね。これは経年化技術評価の不備と私思っ

ているのですけれども，そういうものの評価というのがやられていなくて，低サイクル疲

労だとこういうふうな評価になってくるわけですよね。  

 その時に，ある一定の裕度で評価しなさいということですけれども，最終的にはいろい

ろな現象を理解した上で，この裕度が正しいかということを議論しないといけないので

すけれども，それは電気事業者さんとしてどういうふうな考えですか。 

 

（釜江座長） 

 よろしいでしょうか。九州電力さん，よろしくお願いします。 

 

（九州電力） 

 九州電力の石井でございます。 

 渡邉委員がおっしゃっています各劣化モードの重畳とかそういうところは，今後やは

り注視していかなければいけないところだと思いますけれども，現状のところで，例えば

照射脆化と低サイクルが重畳して何か劣化が起きたかというと，現状点検の結果等を確

認しましても見られておりません。ただ，今後そういう何か劣化モードを確認せねばなら

ないところが明確になってくるようであれば，それは対応しないといけないと思ってお

りますし，そこら辺は研究成果とか各情報を，今後電気事業者として注視してまいりたい

と思っております。 

 

（渡邉委員） 
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 よろしいですか。 

 

（釜江座長） 

 どうぞ。 

 

（渡邉委員） 

 今回は，熱サイクルの疲労ということで照射脆化は関係ないと思っているのですけれ

ども，例えば熱サイクルの疲労だって，ここで言う出入口管台は溶接しているわけですよ

ね。溶接しているところは，ステンレスの溶接部というのはフェライトとオーステナイト

があって，フェライトは熱時効によって非常に脆くなるという現象というのは，非常によ

く知られている現象，何十年も前にもう知られている現象で，そういう熱時効という現象

というのがあって，ニュートロンもやってくるわけで，その部位は割れるという現象は，

非常によく分かっている現象ですよ。 

 それを何と言うのかな，現象として現れていないから我々は知りませんというふうに

聞こえるのですけれど，それは間違っているのではないですか。例えばフェライト系の熱

時効という現象は，もう原子力が始まる前からよく知られている現象ですよ。違いますか

ね。 

 だから，例えば下の方の炉内計装管というのは，これも溶接しているわけで，いろいろ

なところでウォータージェットピーニングだとかというふうな応力を調整しながら，ど

この原子力発電所も保守管理というのをやらないといけない状況になっているわけです

よね。ある一定の高経年化が進んだものに対しては。それをこういうふうに低サイクル疲

労で，何と言うのかな，全体を調整して１より下回っているというふうな評価をすること

が，本当に合理性があるかということをやはり示してもらいたいのですね。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店からよろしいでしょうか。 

 

（釜江座長） 

 どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力の本店の牟田です。御指摘ありがとうございます。 

 先ほどの重畳に関してなのですけれど，中性子照射脆化との兼ね合いはどうかという

ことなのですけれど，次の資料２になるのですが，資料２の２ページ目を御覧ください。

御指摘のようにフェライト系の材料等を使っておりますが，２ページ目の１ポツの記載

なのですが，炭素鋼，低合金鋼などのフェライト鋼の材料は，言われますように中性子の

照射により強度，硬さが増加するということになっています。 

 そのかわり延性，脆性の方が低下するということで，照射を受けることによって，今回

の低サイクル疲労に関しましては，強度が増すという方向に働くと考えております。疲労

上としてはですね。 
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 ですので，良い面，悪い面があるのですけれど，低サイクルと考えましては，良い方に

働くというような考えもあります。ですので，現状の保全等でそういう有意な欠陥とかそ

ういったものは発見されていないのですけれど，今後も研究成果等，いろいろ知見を確認

しまして，保全・評価等に展開していきたいと考えております。以上でございます。 

 

（渡邉委員） 

 よろしいですか。原子力の方にこういう質問すると必ずそういうＱ＆Ａができている

のですね。原子力材料というのは，使えば使うほど材料は脆くならずに，大丈夫だという

ふうな誤解を受けるわけですよね。それは間違っていますよね。 

 ここでは基本的には，鉄鋼材料ではなくステンレスの話だと思って，照射脆化の話をし

なかったのですけれども，例えば熱の時効はどういうふうにお考えですか。熱の時効とニ

ュートロンとの重畳効果，それは本店，どうお考えですか。 

 

（釜江座長） 

 いかがでしょうか。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。こちらからよろしいですか。 

 

（釜江座長） 

 すみません。まず，会場の方から。はい，よろしくお願いします。 

 

（九州電力） 

 先生のおっしゃる中性子照射脆化と熱時効の重畳につきましては，以前より御指摘を

頂いておりまして，先ほどちょっと石井の方からもありましたとおり，資料でもう一度御

回答させていただいているのですが，やはりちょっと我々も分からない部分があり，引き

続きその辺りは知見を収集していかないといけないとは思っているところです。 

 今，何か明確に回答があるわけではないのですけれども，実際に時効とあとは，先ほど

少しウォータージェットのお話を頂きましたけれども，ＳＣＣですね。こういったところ

につきましても，引き続きそのような検討をしていく必要があるのですが，第３回の分科

会の中で一度，ここのお話を頂いておりまして，低サイクルの部分と中性子照射脆化，あ

とは低合金鋼部分にはなりますが，熱時効との重畳，あと，出入口管台につきましては応

力腐食割れ，あと，クラッド下割れという，川内で経験はありませんが，ほかの海外プラ

ントで経験がありましたので，そういったクラッド下割れ，ＵＣＣと呼んでいますけれど

も，あと全面腐食と。こういったものとの重畳についての御回答を一度，分科会の中で御

説明をさせていただいておりますので，我々としては，低サイクルとの重畳という意味で

は，ないのかなと。 

 ただ，おっしゃるとおり，脆化と熱時効，特にステンレス溶接部材，我々としては，フ

ェライト量としてはそんなに高くないというところで現状問題ない，あとは，我々炉心領

域とノズルコーナー，それとＥＣＴ，ＵＴをやって，割れが出ていないというところから
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考えると，現時点で直ちに問題になるものはないというふうに考えていますけれども，そ

ういった今はっきりと分からない事象については，引き続き知見を収集していきたいと

いうふうに考えております。以上になります。 

 

（渡邉委員） 

 知見を収集するのはもちろんですけれども，今60年先での議論をして，その裕度が本当

に正しいのかということをやっているわけですよね。そういうふうな議論がもう進んで

いるわけで。やっぱりしっかりやってもらわないと，裕度の議論になっているわけですか

ら。分からない知見がたくさんあって，本当に裕度がこれでいいのかということを示して

もらわないと困るのですね。 

 基本的には，我々は構造物（例えば橋）の議論をしているわけではなくて，原子力では

いろいろなものが重畳している環境下での裕度を出さないといけないわけで，そこはや

っぱりしっかりと対応するというか，それは電力会社，国も含めての対応になって，そこ

がやっぱりやっていないのですよ。 

 今の高経年化技術評価そのものが，そこはあなた方が中心になって，こういう状況にな

っているというのを国に対して要求したり，あるいは県が要求するのかもしれませんけ

れども，足らない問題に関してはやってもらわないと。我々もいろいろなところで言って

いるのですけれど，なかなかそれがやってもらえないという状況にあるわけで。そうしな

いと議論が進まないというか，裕度が決定できないのですね。以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい。ありがとうございます。この件は私も専門でないのですが，以前の30年目のＰＬ

Ｍの説明の時から重畳の話はあって，今，渡邉委員からも高経年化技術評価そのものに不

備があるというような話もありましたし，ここの検証というのは，そういうことを規制委

員会にもそうですし，九電さんは別途事業者としては，前向きにいろいろ考えなければい

けないとともに，今後規制委員会にこの検証結果を出す上でも非常に重要な話だと思い

ます。 

 ただ内容が非常に大きいですね，高経年化技術評価の不備ということが本当にあれば

それは九州電力さんだけの問題ではないので。少し九州電力さんには考えていただくと

ともに，今後この検証結果をまとめる中でも非常に大きな問題かなという今印象を持ち

ました。今後また御相談させていただけたらと思います。  

九州電力さんは今，渡邉委員からの御示唆があったので，その辺を含めて，非常に難し

い問題なのかもしれませんけれど。やはり20年間延長するということで60年目までの評

価をするということですから。そこは高経年化技術評価そのものが現状，それでいいのか

どうかという指摘があったということは非常に大事な話なので。今後このまとめの中で

も議論させていただけたらと思います。はい，後藤委員どうぞ。 

 

（後藤委員） 

 すみません。簡単に一つだけ疑問といいますか，気になっているのは，今の評価する時

に外力による評価と，熱応力もありますけれども，あと溶接の先ほどのお話の，材質もあ
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るけれど，荷重で溶接残留応力がどう影響するかとか，そういうことは評価，ちゃんとで

きているのでしょうか。つまり疲労については，溶接残留応力が影響あると思いますので

内力として。それはどういうふうに評価されているかと，ちょっと出てこないので非常に

気になったのですけれど。 

 

（釜江座長） 

 いかがでしょう。九州電力さん。本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 はい。九州電力の本店の牟田です。 

 溶接による残留応力については入っていると思われますが，ちょっと再確認させてく

ださい。以上でございます。 

 

（釜江座長） 

 はい。よろしくお願いします。次に大きな問題もございますので，まずこの件について

はここまでということで，また後ほどもし御質問があれば，また事務局の方によろしくお

願いいたします。 

 

 ②原子炉容器の中性子照射脆化について 

 

（釜江座長） 

 それでは引き続きまして，議題の二つ目でございます。これも劣化状況評価結果につい

てということで，非常に重要な原子炉容器の中性子照射脆化について，まず九州電力さん

の方から御説明をよろしくお願いします。 

 

（九州電力） 

 九州電力の原子力発電本部の上村です。 

 引き続き私の方から資料２を用いまして，川内原子力発電所１，２号の劣化状況評価結

果のうち，原子炉容器の中性子照射脆化につきまして御説明をさせていただきます。 

 今回，次の１ページ，目次になっておりますが，この流れで御説明させていただきます

が，資料の後段で補足説明資料，そのあとシャルピー衝撃試験結果，参考資料３では靭性

の結果，４ではビッカース硬さ，参考資料５ではアトムプローブ測定及びＴＥＭ観察結果

ということで，我々としては出せる限りの情報をこの資料に織り込ませていただいてお

りますので，その辺りも用いながら御説明させていただければと思っております。 

 次のページ，２ページからになります。中性子照射脆化の評価の方法等につきまして

は，30年の時から基本的に変更はございませんので，前回第４回で御説明させていただい

ておりますが，そこからの追加部分等について御説明をさせていただければと思ってお

ります。２ページの中性子照射脆化の概要につきまして変更はございません。脆化の御説

明をさせていただいている部分になります。 

 ３ページ，評価点の抽出ということで，この評価点につきましても基本，変更はござい
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ませんが，実際，中性子照射量が高いほど関連温度が上昇し，上部棚吸収エネルギーが低

下するということを踏まえまして，中性子照射量が１×10
７
ｎ/㎠を超える部位というこ

とで，炉心領域の下部胴部分になりますけれども，こちらを評価対象としてございます。 

 これまで１号炉の部分を参考で第４回分科会で御説明させていただいておりますが，

今回１，２号炉ということで，２号の情報を追加してございます。当然ながら後段の表に

あります中性子照射脆化に与える化学成分というものは，前回から１号について変更は

ございません。２号を新たに載せております。 

 ４ページより健全性評価のページになりますが，まず監視試験結果ということで，30年

目の時につきましては，１号は第４回，２号は第３回のものまでお示しさせていただいて

おりました。40年の評価につきましては，１号は第５回，２号は第４回の監視試験結果ま

でございますので，そのデータを追加してございます。 

 ６ページになりますが，関連温度の評価を記載してございます。ＪＥＡＣ4201-

2007/2013年追補版を使用し，国内脆化予測法によります関連温度予測値及び監視試験結

果から，当該部位の中性子照射脆化につきましては，国内予測法に基づきマージンを見込

んだ値を逸脱しておらず，特異な脆化は見られないということを確認してございます。 

 国内脆化法によります関連温度予測値を下表，脆化に対する関連温度の国内脆化予測

法による予測と監視試験の結果というものを次ページ以降，グラフにしてお示しをして

ございます。１号，２号，このような値になってございますが，次のページを見ていただ

きますと，中性子照射脆化に対する関連温度の国内脆化予測式による予測と監視試験結

果ということでちょっとすみません，左に監視試験結果，右に予測という形でお示しをし

ております。 

 まずは７ページでいきますと母材ということで，左のグラフになりますが，縦軸がΔＲ

ＴＮＤＴの移行量を縦軸としまして，右に中性子照射量ということでお示ししております。

第１回取出しから第５回の監視試験片まで，黒い実線がマージンを含んでいますけれど

も，その中に入っているということを確認してございます。右のグラフが実際の予測のグ

ラフとなります。 

 ８ページにつきましては，溶接金属においても同様の結果をお示ししてございます。溶

接金属につきましても同様に予測の範囲内にあることを確認してございます。 

 ９ページ以降，２号炉のものになりますが，２号も同様に１回から４回まで範囲内に母

材，溶接金属，10ページになりますが，母材とも予測の範囲内に入っているということに

なってございます。 

 11ページより，上部棚吸収エネルギーの評価を記載してございます。こちらも国内プラ

ントを対象としました予測式がＪＥＡＣにございまして，そちらを用いて評価をしてご

ざいます。その結果，4206，「原子力発電所用機器対する破壊靭性の確認試験方法」とい

う中に要求がございまして，68Ｊ以上というところが要求事項になりますが，こちらを満

足していることを確認してございます。下表がその予測式の結果になります。 

 12ページからは３－４ということで，加圧熱衝撃の評価を記載してございます。ＰＴＳ

評価になりますが，この評価の内容も30年の時の手法自体は変わりございませんで，真ん

中ほど，「ここで，」というところからございますけれども，Ｔｐという個別の定数を算

出してございますが，これらの結果というものは，2019年度の末におけます値としまし
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て，１号炉は58，２号炉は66，またプラントの運転開始後60年における値としましては１

号が89，２号が95という数値となってございます。健全性評価の方法も当然ながら30年と

変わりませんで，ＫＩＣと呼ばれます，少し省略してしまいましたが，実測の破壊靱性は

ＫＩＣと，ＰＴＳの遷移曲線，応力拡大係数ＫＩということで比較をしてございますけれど

も，ＫＩＣがＫＩよりも大きいということで問題ないというところを確認しております。 

 次の13ページに，具体的にそれらを評価したグラフを載せております。いずれもＫＩＣ

の曲線が右下のＫＩの曲線，材料自身の持つねばり強さをＫＩＣとしておりまして，脆性破

壊を起こそうとする値をＫＩとしておりますが，それらが接していないというところをも

って，脆性破壊が起こらないというふうに評価をしてございます。 

 次の14ページになりますが，低サイクルと同様，中性子照射脆化に関わる特別点検とい

うものを実施してございまして，点検内容としましてはこれまで御説明させていただい

ていますとおり，炉心領域，実際はもう少し広い範囲を取っておりますけれども，そちら

につきまして超音波探傷試験ＵＴを実施してございます。 

 本ＵＴの精度としましては５mm程度ということで，全炉心領域を100％に対して実施し

た結果，ＰＴＳの評価に影響を与えるような有意な欠陥というのは認められてございま

せん。 

 これらの結果より，我々が今，ＰＴＳの評価というものを実施してございますけれど

も，その評価に影響を及ぼすような欠陥というものがなかったことも併せて特別点検で

確認をしてございます。 

 15ページになりますが，ＲＶの脆化に係る部分の現状保全というところで記載をして

ございます。１号炉につきましては，先ほど第５回まで試験をしているということを御説

明させていただきましたけれども，当初監視試験カプセルというのは６体装荷をしてご

ざいまして，現在まで５体取り出しております。将来の運転期間に対する予測をこれらで

行っていると。２号につきましては，６体中４体を取り出して評価を行っております。 

 後ほど参考資料の中に入れておりますけれども，監視試験の結果からですね，ＪＥＡＣ

4206を用いまして運転上の制限として加熱冷却運転時に許容する温度，圧力の範囲とい

うものを定めてございます。加熱・冷却制限曲線のいわゆるＰ-Ｔカーブと呼んでおりま

すけれども，こちらを用いて耐圧漏えい試験時，運転時，それぞれの制限を設けて運用を

してございます。運転開始後，60年で関連温度を想定しまして通常の一次冷却材，一次冷

却系の加熱冷却時の温度圧力制限と，また，ＲＣＰに対する，繰り返しになりますけれど

も供用中漏えい，若しくは開発検査の最低温度についても評価をしてございます。 

 これらの温度圧力の制限に対して，先ほど申し上げましたとおり，起動停止の工程に基

づく曲線と試験時の曲線というものを用いて，発電所では順守範囲というものを想定し

ていますけれども，それぞれですね，通常運転時，試験時において，制限範囲を遵守可能

である範囲に入っているというところを確認しています。後ほど参考資料でお示しした

いと思います。 

 後は16ページに保全のお話，引き続き書いておりますけれども，ＲＶにつきましては，

クラス１の供用期間中検査，ＩＳＩとしまして維持規格に基づいてＵＴを溶接部に対し

て実施してございます。その結果を下の表にまとめてございますが，それぞれカテゴリー

を分けておりますけれども，溶接の部分についてＵＴを実施して，問題がないことを確認
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してございます。 

 17ページになります。総合評価としまして，これまで御説明させていただきました健全

性評価の結果から判断しまして，現時点の知見において，胴部，炉心領域部の中性子照射

脆化が機器の健全性に影響を与える可能性はないというふうに考えてございます。 

胴部材料の機械的性質の予測は，監視試験により把握できているというふうに考えて

おりまして，また有意な欠陥等がないことというものも，ＵＴにより確認をしているとい

うことで，保全も引き続きこの内容で適切に実施していけば，適切であるというふうに考

えてございます。 

 高経年化の対応としまして，胴部の中性子照射脆化に対しましては，維持規格に基づ

き，定期的にＵＴをこれまでどおり実施していきます。また，監視試験片の結果からＪＥ

ＡＣ4206に基づきまして，運転上の制限としまして，加熱冷却運転時に許容し得る温度圧

力の範囲及び試験時の温度というものを設けて運用していくこととしております。 

 なお，健全性評価の結果から胴部の中性子照射脆化が原子炉の安全性に影響を及ぼす

可能性はないというふうに考えておりますが，今後の原子炉の運転サイクル照射量を勘

案しまして，１号は第６回，２号炉は第５回の監視試験の実施計画というものを今後策定

していきたいというふうに考えておりまして，こちらにつきましては，運転延長の申請を

した際に施設管理に関する方針として策定をしているものになります。 

 18ページにまとめとして記載しておりますが，低サイクルと同様，審査基準の中に中性

子照射脆化に関する要求事項が三つございまして，ＰＴＳの評価，健全性に問題がないこ

と，中段，上部棚吸収エネルギーの評価の結果，健全性に問題がないこと，遵守可能な温

度圧力の制限範囲が設定可能であること。この三つが要求されておりましてそれぞれ先

ほどまでに御説明させていただいた内容から基準自体を満足できているということも併

せて確認をしてございます。 

 19ページ以降，参考資料をつけさせていただいております。詳細な御説明は割愛させて

いただきますけれども，我々が評価に用いた式であったりそういったものをまず示して

いますのが参考資料の１ということで，20ページに，我々ＥＦＰＹと呼んでおりますけれ

ども，定格負荷相当年数の算出の方法，１号でいけば51ＥＦＰＹというふうに，60年時点

で言っておりますが，それをどう算出したかというものを記載しております。 

 21ページにつきましては，１号を代表にしていますけれども，評価対象部位の中性子照

射量ということで，このページでは深さ４分の１位のところの算出方法を参考でお示し

しているものになります。 

 22ページも同様になります。 

 23ページは特別点検の中でも少し御説明させていただいたのですが，評価点の抽出と

いうことで，１×10
17
ｎ/㎠を超える範囲というのがどの領域かというものをお示しした

図になります。 

 24ページは横軸に炉心中心の高さを示してございますけれども，原子炉容器内表面の

軸方向の中性子の分布というものをお示ししております。 

 25ページにつきましては，先ほど御説明しております監視試験のカプセルがどのよう

な配置をしているか，どこを取り出しているか。あとは右側に一つのカプセル当たりどの

ような試験体が入っているかということをお示ししてございます。 



 - 25 - 

 26ページは，ＰＴＳの事象では，大ＬＯＣＡを選定してございますが，その大ＬＯＣＡ

の選定の理由というものをお示ししてございます。こちらにつきましては，30年の時から

御説明させていただいている内容と変更はございません。それぞれ条件等を記載してお

ります。 

 また，27ページには，ステップ状に温度・圧力というものを解析上入れておりますけれ

ども，そちらの値，あとは過渡条件としてそれら，あとは応力解析と応力拡大算出係数の

算出に用いた考え方等を記載してございます。 

 28ページは，これも質問回答とかでいろいろとお示ししていますが，再掲に近い形にな

りますけれども，二次系の冷却からの除熱機能喪失時のというものを，この中でどのよう

な挙動を示すかというものを御説明させていただいております。 

 29ページにつきましては，先ほどＴｐの話も少しさせていただきましたが，その計算過

程というものを参考でお示ししております。 

 30ページから33ページまで，１号の例を載せておりますけれども，それらで算出したＴ

ｐの計算過程から算出したＴｐの結果ですね。監視試験の回次から合わせてお示しをし

てございます。 

 34ページから，通常運転時の試験時に加圧冷却制限曲線を設けて，この中で発電所の点

をやっていくという御説明をさせていただきましたけれども，それらの話を34ページ，あ

と35ページ，36ページには，１号及び２号，それぞれの制限の範囲，実際この評価から出

てきた範囲ということで，例えば１号の例を35ページで見ていただきますと，青い部分が

可能な範囲ということで運転制限範囲と呼んでおりますけれども，範囲を示しておりま

して，通常の運転の起動時ですね，あと停止時等，実線で引いておりますけれども，こう

いったところを運転しているということで，青の中に入っているということを確認して

ございます。 

 37ページから，これまでの分科会での議論を踏まえまして，我々が可能な範囲でデータ

の提示を以降させていただいております。詳しい説明というのは割愛させていただきま

すけれども，参考資料の２でシャルピー衝撃試験結果というものを，37ページ以降を載せ

させていただいております。１号炉の照射前から５回，２号炉の照射前から４回までのデ

ータをそれぞれ載せております。 

 ずっとデータが続いていくのですが，56ページになりますけれども，まずデータを示し

て，その後，56ページ，57ページ，58ページまでが遷移温度の推移ということで，母材，

溶接金属，熱影響部，それぞれの結果を整理したものを載せております。 

 その後，59ページ以降は，シャルピー衝撃試験の破面の状況ということでお示しをして

おります。２号も同様の構成でシャルピー衝撃試験結果を載せてございます。それが103

ページまで続きます。 

 その後，104ページには，破壊靱性試験の結果ということで，まず靱性試験の結果，試

験回次からその結果と，107ページからはＣＴ試験を用いますけれども，それの破面とい

うものを１，２号を載せさせていただいています。構成としましては１，２号，一緒の構

成となります。これが126ページまで続きます。 

 その後，参考資料の４ということでビッカース硬さの試験結果を載せております。硬さ

の試験結果自体は載せていないのですけれども，その中でどのような傾向を示すかとい
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うことで128ページ，129ページにその結果を試験力，試験条件と合わせて記載をしてござ

います。 

 130ページから参考資料の５ということで，参考資料の最後になりますけれども，アト

ムプローブ，これ我々，電中研でやっている部分ありますが，アトムプローブの測定及び

ＴＥＭの観察結果ということで，131ページに少し概要を記載してございます。１，２号

炉の監視試験について試験済みの残材というものを用いまして，電力中央研究所にてミ

クロ化，組織の観察，アトムプローブの測定，ＴＥＭ観察を行うことによって脆化予測手

法の知見拡充に取り組んでございます。 

 アトムプローブの測定実績としましては，アトムプローブで溶質原子クラスターの測

定というものやっていますけれども，川内１号炉は３回及び４回，２号炉は３回の試験片

を使って実施してございますＴＥＭ観察実績につきましては，これ転位ループの測定し

ておりますけれども，同じように１号においては３回，４回，２号炉は３回を使って実施

をしてございます。 

 補足になりますけれども，ＪＥＡＣ4201の2013年追補版までに定められている脆化予

測手法の開発には，これらのアトムプローブの結果も用いられているということでござ

います。 

 我々，先ほど申し上げたとおり，第１号でいけば第５回，２号でいけば第４回の試験片

も取り出しておりますが，今後も同様に脆化予測手法に関する試験拡充にこういった試

験も活用しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 132ページから実際のアトムプローブの測定の結果を記載してございます。 

 134ページには，測定のまとめということで，溶質原子クラスターの体積率の平方根と

いうものを用いておりますけれども。それらのデータというものをまず表で整理してご

ざいます。それが134ページ。 

 135ページには，国内監視試験ということで，我々だけではなくいろいろな監視試験が

ございますけれども，それらの体積率と遷移温度の上昇の相関というものをお示しして

おります。135ページになります。 

 あと，これまでも質問回答等でお示ししている部分ございましたが，136ページに，１

号の第４回で取り出したアトムプローブの観察マップ，これは例示になりますけれども，

それぞれ銅，ニッケル，マンガン，ケイ素，リン，これらの分布，マップを出してござい

ます。 

 137ページから，今度はＴＥＭ，透過型操作顕微鏡の観察試験結果ということで，次の

ページ以降に示してございますけれども，二つの視野を観察してございます。視野によっ

ては，最後の◯ですけれども視野によっては，観察されるグループの数が異なるため，二

つの資料に対して視野を変えて観察を行って平均して数密度というものを算出してござ

います。 

 それらが143ページまで写真をつけておりますけれども，続きまして，最後にＴＥＭ観

察結果というものを，転位ループの数密度の関連温度の移行量への寄与という形で表と

してお示しをしてございます。最後，参考資料の御説明，簡単なりましたけれども，以上

で中性子照射脆化の御説明を終了します。 
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（釜江座長） 

 はい。ありがとうございました。 

 ちょっと時間押しているのですけれど，この件非常に重要なのでちょっと休憩の前に

少し議論したいと思います。ただいまの御説明に対して，御質問，御意見等ございました

らよろしくお願いします。 

 

（後藤委員） 

 はい。 

  

（釜江座長） 

 はい，後藤委員。 

 

（後藤委員） 

 幾つかあるのですけれども，この問題ですね，私，何回も質問させていただいているの

ですね。それで，その意図するところが何かと言いますと，例えば２ページ目に，照射脆

化の，何か模擬的なカーブがありますね。要するに，その吸収エネルギーと温度との関係

から見た時に，照射前と照射後が異なると。こういうカーブになるだろうと。このことが

実際のデータでどのくらい分かっているのでしょうかというのが基本的な問題です。 

 私は，結構傾向としてこうなるというのは，大体そうなっているのかなというのは，デ

ータを見てそう思うのですけれど，ほかのデータを取っていった時に，回数ごとに非常に

ばらつくわけですよね。そうすると最後に評価をする時に，例えば何ページかな。これで

いろんな処理をしてデータを作って解析した結果が13ページ。13ページにその左方に二

つある照射前と照射後の60年から，その時期によりますけれど，そのカーブのずれがある

と。これ奇麗な線が出ているわけですよね。これで，ＰＴＳの方と比較するというふうに

言っているのですよ。 

 それは概念としては私も理解しているのですけれど。こんな奇麗に，この線のように本

当になっているということは，データを処理した結果としてそうなっているだけですよ

ね。どのぐらいばらついているかってことが分からないと。やっていることの意味がはっ

きり言って，それでいいのかっていうふうに疑問を持つ。 

 なぜかといいますと，この照射による脆化のカーブとＰＴＳのカーブは，技術的にちゃ

んと評価した時に接しないと，基本的に接しなければＯＫだとそういう考え方ですよね。

ですからそれは，こんな奇麗な線ではないわけでしょ。バンドを持っているでしょ。しか

も相当幅広い。私がちょっと調べただけでも相当動く。いろいろな動く要素がある。 

 そうすると，そういうことを「いや，こういうふうに仮定してやるとこうなる」という

ことまでは仮に正しいとしても，本当にそうなるということは，データを持って示せるの

かどうかという基本的な問題なのですね。 

 私はそういうふうに見た時に，今回いろいろ出していただいて，数字を出していただい

ている，それはそれでいいのだけれど，解釈しないと駄目ですよ。ここの出ているカーブ

がこの数字の羅列が，これがどういう意味を持つのかと。だからここはこうなっていて，

例えば母材と溶接金属の違い，一つありますね。それだけではないですよ，熱影響もある
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でしょ。熱影響部はどう評価しているのか。 

 私は，例えば１例で言いますとシャルピー値，ちょっと途中でありましたけれど，シャ

ルピー値の辺りを見る時には，試験片の亀裂の先端のところの位置が問題になるので，そ

こを母材で見るか溶接金属で見るか，常識的に当然あります。溶接金属のところまでは

ね。幅があるから何とか入ると思っているのですよ。 

 ですけれど，熱影響部となってくるとこれはすごく微妙で，非常に幅の狭い範囲ですか

ら，熱影響部というのは。溶接によって変わりますから。そうすると，熱影響部を調べま

したというの，本当にどうやって調べるかというのはすごく疑問を持つ。クエスチョンが

出てくるわけです。そういう非常に不確定な要素がありながら，評価をしているというこ

とは大前提で，だからそれを解釈を変えてこうだということを説明しないといけないわ

けですよ，というふうに理解している。 

 だからそこのところが本当にこれで分かるのでしょうかというのは基本的な問題，私

はそう思うのですね。 

 ですから，そのデータが多ければいいという，もちろんデータを出していただくのも，

そのとおりで構わないですけれど，それをもとに解釈をしてこれはこうだと。ここまでは

言い切れる。ここまでは言い切れない。その幅がこのバンドとして幅としてこうなって出

てくる。でも大丈夫だと，こういう操作になるはずですよね。そこが繋がっているとはち

ょっと思えないのですが，いかがでしょうか。 

 

（釜江座長） 

 はい。九州電力さんいかがでしょうか。 

 

（九州電力）  

 はい。 

 

（釜江座長） 

 本店よろしくお願いします。 

 

（九州電力） 

 すみません，九州電力本店の中山です。  

 まず御指摘ありがとうございます。まずシャルピー衝撃試験片で，まず脆性遷移温度を

出しているといったところのばらつき，まず御指摘があったと思うのですけれども，そち

らについては確か衝撃試験のばらつきがありまして，脆性遷移温度を出す時は平均値，平

均というか，平均に近いような値で脆性遷移温度のグラフを書きます。 

 実際それから関連温度の予測を行う時には，今回で言いますと，７ページとか８ページ

にお示しをさせていただいているのですけれども，実際に測定したデータから計算式に

よって求めますけれども，更にマージンという，ばらつきを考慮したマージンを設定し

て，ちょっと厳しめに評価をするというような手法になっております。 

 これから，先ほど御指摘のありました13ページの破壊靭性試験なのですけれども，破壊

靭性試験を60年時点まで移行すると，各データを全て60年時点まで移行して，更にばらつ



 - 29 - 

きがありますので，一番厳しい下限点をこの曲線にフィットさせるといったところで，ち

ょっと厳しめに評価をまずしております。 

 もう一つ，熱影響部について御指摘がありましたけれども，ＪＥＡＣでは熱影響部につ

いては母材に代表できるというふうに規定されております。その理由というのは母材と

同等に熱履歴が与えられておりますし，母材と同等成分ということもございます。 

 更に，今回，シャルピー衝撃試験片の結果が，４ページを御確認いただきたいのですけ

れども，Ｔｒ30という値が実はシャルピー衝撃試験から求めてきた値になります。 

 こちらが御確認いただければ分かるとおり，全て母材の方が熱影響部より高くなって

ございます。こういったことを確認しまして，母材の方で代表できると我々は考えており

ます。以上になります。 

 

（釜江座長） 

 はい，ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 

（後藤委員） 

 後藤です。 

 今のマージンの見方なのですけれども，どの段階で決めているのでしたかね。つまり，

あるデータでマージンなるものを設定すると思うので，全体を通して言っているのか，あ

るいはある範囲に限定されているのか，いかがでしょうか。 

 

（釜江座長） 

 はい。よろしいですか，本店。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店の中山です。御質問ありがとうございます。今マージンの決め方をどのよ

うにしているかということなのですけれど，こちらは規格で決まっております。こちらは

国内の脆化予測，国内の監視試験データとか，そういったものを統計的に使って，ばらつ

きというのを設定しておりまして，そこでマージンを決めているということになります。

以上になります。 

 

（後藤委員） 

 すみません。なぜそういうことを聞いたかというと，2007年度とか年度によって変わっ

てきていますよね。つまりデータを取り込んでいくと，非常に下限値がどんどん下がって

くるデータが出てきて，今までの評価法だと，まずそうだというので修正しているわけで

すよね。 

 つまり予測というものは最初からこうだというふうに想定して，その範囲内に入って

いればいいのだけれど，それを出てしまうということは何かというと，そもそもその予想

方法は本当に正しいと言い切れるかどうかが問題なのです。それは絶対それでないとい

けないと言うつもりはないけれども，少なくともそういう予測として不確定な部分がい

っぱいあるということを前提に物を見ないとおかしいのではないですかということ。そ
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れはどうやって確かめるのでしょうということです。 

 

（釜江座長） 

 はい。本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店中山です。御指摘ありがとうございます。 

 下限値が出るというところが関連温度の予測式の御指摘だと思うのですけれども，こ

ちらについてはデータが拡充されることによって精度というのは確かに上がってくると

考えております。ですけれども今現状，かなりの高照射領域までのデータというのが拡充

されておりまして，過去，2007年，2013年までの時点でも，それなりのデータが取れてい

ると我々認識しております。ですのでそれでばらつきを踏まえて予測式ができておりま

して，それで評価するといった部分に対しては，十分，問題ないのではないかなと考えて

おります。以上になります。 

 

（釜江座長） 

 よろしいですか。 

 

（後藤委員） 

 後藤です。 

 評価法に幾つかあって，こういうやり方が下限で引いたり，あるいはマスターカーブ，

このもともと平均的なものからするとかいろいろなやり方があるのは多少は知っており

ますけれども，大切なことはそれで本当に妥当かどうかということを確かめるためには，

何が必要かというと，今おっしゃったようにその試験の数ですよね。 

 試験の数で決まるわけじゃないですか。そうすると試験の数が今本当に足りているの

かという話になると，先ほど試験片を幾つ入れたとありましたよね。これはいつの時点で

どう設計して，何個取り出していつ評価するということまで読んで，そういうふうにした

のでしょうか。試験の数とその評価の仕方，それとの関連はいつの時の設計なのかという

ことを聞きたい。 

 

（釜江座長） 

 はい。本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力中山です。御指摘ありがとうございました。 

 今ちょっとすみません，どれほどの量の試験片でデータが策定されたかというのはす

ぐちょっとお答えできないのですけれども，結構何百といったオーダーのデータから，試

験から，予測式ができておりますので，そちらについては2013年の規格をエンドースする

時点までに取れたデータというのはございます。以上になります。 
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（後藤委員） 

 はい，後藤です。 

 そうすると，今の2013年のでいいですけれども，このプラントが作られて，その時に考

えたものと，それから進んできてデータを調べていった時に，どうしても実態といいます

かね，そこから出てくるずれが生じてきているだろうと思うのですね。 

 そうすると，そのことが結局，当初例えば試験片の数をこんなものだろうと，仮にこれ

は予測だからそうするしかないのですけれどね，ある数を決めてやったと。その時に，今

見ると例えば，今寿命延長という話がどんどん出てきている。その時に何をもってするか

というと，試験片の数によるわけですよ。その時に，そのばらつきによるわけですよ。 

 そういう状態になっている時には，もしそれで今の状態でやった時には，本当は数をい

っぱい取りたいけれど取れないからこれやるという限定されたデータから判断する時に

は，すごくマージンとか幅が広がるわけですよ。確保しなくちゃいけない。 

 そういうことの考え方として，九州電力さんとしてどうお考えなのかというのをお聞

きしたい。今で十分だと思っていらっしゃるのかどうか。データの数とかその時期とか含

めまして，トータル。その照射脆化による，今のマージンとか考え方やり方とかいうこと

について，どういうふうに認識されているかをお聞きしたい。 

 

（釜江座長） 

 いいですか。どうしましょう。どちらから。 

 

（九州電力） 

 九州電力の木元です。 

 私たち，御質問の趣旨がちょっとよく分からなかったのですけれども，残っている試験

片の数に対してどうすべきかという御質問でよろしかったですか。 

 

（後藤委員） 

 それでも結構です。 

 

（釜江座長） 

 本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力の中山です。御指摘ありがとうございます。 

 確かに試験片というものは，数に限りがありますけれども。再装荷して再生するといっ

た規定とかもございますし，小型の試験片というのも今研究とかそういうのが進められ

ておりますので，そういったことで，電力内でいろいろ研究だったりとか知見というのを

拡充してございます。ですので先生から御指摘がありましたとおり，データを拡充すると

いうことは我々にとってすごく大事だと思っていますので，今後とも知見拡充等に取り

組んでいきたいというふうに考えております。以上です。 
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（後藤委員） 

 後藤です。 

 今の試験片が足りなくなったらその部分を，小型の試験片をもって代替するという方

針，そういう検討されているのは知っています。問題は，その時の制度とかいろいろこと

が心配になってくるわけですね，当然。今，限定されたやり方でこれでいいかどうかとい

うのが評価の対象になってくるので，そういう考え方は広く見ると，私に言わせるとリス

クを広げているわけですよ，はっきり言うと。リスクが広がる，大きくなる。 

 だから，そういうふうに限定された範囲で試験片も小さくなってやったことによって，

エラーリスクが出てくる可能性が高くなって，そういうことも含めてトータルとしてこ

れでいけるかどうかというのが問われているわけですよね。そういう議論しているんだ

と思う。理解していますので。 

 そういうふうに見た時に，今の九州電力さんが出されているこのシナリオで見ていく

と，あたかもそういうことはもう奇麗に決まった路線で決まったことをやっているんだ

というふうにおっしゃっているけれども，そういう決まったことでやっていることがい

いのかどうかが問われていると私は理解していまして。 

 だから何年か前に，これは応力の方の解析ですけれど，ＰＴＳの方ですけれど，そちら

の方の解析をやる時にその手法も含めて，マージンの問題とかそういうことが議論にな

って，だから，そのままルールとしては一応棚上げになったりしているわけですよね，そ

の議論のあるところに対して。そういうことになっているというのは基本認識だと思う

のですけれど。その辺はいかがでしょうか。ちょっと分かりにくいですかね。 

 要はここのところ，エンドースしなかったですよね，これが2017年頃。それで，例の正

に今，いろいろ議論していますけれど，クラッドの話とかクラッドを入れないというのが

議論になっていますよね。2007年版にはクラッドなんて言葉一言も入っていない。 

ですけれど電力さんはそれを入れているわけですよね。入れているのが本当に正しい

かどうかの議論の対象になると私は思うのですね。 

 そういうことも含めて議論しないといけなのではないでしょうかというのが私の言い

たいことです。つまりエンドースされているかどうか，エンドースするために，「いや，

技術的にはクラッドがあるのだからクラッドは計算に入れる方が正しいのだ」とおっし

ゃるけれど，クラッドを計算に入れるのだったらクラッドの温度による熱応力が入って

くるとするならば，溶接残留応力はどうするのですか。溶接残留応力が大きいでしょ。下

手すると場所によっては。それどうするのですか。それをあたかも保守的にやったとおっ

しゃるでしょ。だから私は怒ったのですよ。非常に違和感を覚えたのですよ。保守的だと

言わなければまだ，要はこれでいいのだけれど，「更に溶接残留応力があります」とかそ

ういう説明を全部されていて，こうであるなら私はこんなことをグチャグチャ申し上げ

ません。ずっと言っていることが自分たちの都合のいいことだけ言っているというのは

明らかなので。それが問題だって言っているわけなのです。以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい。ちょっとＱＡがだんだんと発散しているような気がしないこともないのですが。

今の後藤委員のコメントに対して何かありますか。どうぞ。 
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（九州電力） 

 九州電力本店の中山です。御指摘ありがとうございます。 

 我々，ＪＥＡＣ4206-2007年版というエンドースされた方法で評価をやってございます。

当時から，今御指摘のありましたとおり，クラッドの熱伝導分布の解析においてはクラッ

ドを考慮しております。それは変わっておりません。ですけれど，2016年版が今発行され

ておりまして，さらにクラックの残留応力，圧縮方向にかかる残留応力が発生したりと

か，応力拡大係数を算出する時にクラッドを考慮すると，亀裂が閉じる方向に働くとか，

こういった知見というのは普及されていて，ＪＥＡＣ2016年版として発行されておりま

す。 

 我々できると思っていたのですけれどもＮＲＡの方からもう少しデータ拡充が必要で

はないかというふうに御指摘を頂いているといったところで，今は2007年版の規格に従

って評価をやっております。今後そういった知見とか，今まで我々確認して取り組んでい

きたいと。以上です。 

 先ほど試験の話もございまして，再装荷とかミニチュア，こちらについても我々は今，

それでいけるとは思っているのですけれども，やっぱりエンドースされていませんので，

その辺の技術的な説明とか補足を加えて，今後国と議論していきたいと思っております。

以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい。ありがとうございます。それは今，小型化することによるリスクとおっしゃった

ので，当然そんな数が増えてもリスクが増えるんだったら意味がないのでね，そこはしっ

かりとそういうものはないという前提で試験をやるべきだと思うのでしっかりとお願い

します。 

 

（後藤委員） 

 あと一つだけ。今の話で，これ以上続けません，やめますけれども，私の方から幾つか

文書で出させていただいております。それは何かというと，もちろん私が全部正しいと言

うつもりはありませんけれど，私の理解の仕方で，照射脆化，それから解析の仕方につい

ての意見を書いていますので，それを見て評価していただきたいと思いますので，こうい

う文書は是非出していただきたいのですね。公表していただきたいのです。以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい。ありがとうございます。渡邉委員。 

 

（渡邉委員） 

 先ほどの九州電力本店の発言に対してですけれども，現状で監視試験の数が足りてな

いのは，基本的にはＢＷＲですよね。先ほどの話で随分反論したいのですけれども，あな

た方が後藤先生から質問があった時に，Ｑ＆Ａはそれで結構ですよね。 

 ところが実際，監視試験片が足りていないのはＢＷＲで，ＢＷＲの電力会社が基本的に
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やっているのですよ。あなた方の状況を見ていて，そういうものに対して対応しているよ

うには一切思えないのですね。それをこういうふうな公の場で，あたかもやっているよう

なことを言うのはやめてもらいたいのですよ。違いますかね。 

 電事連としては取り組んでいますけれども，九電として取り組んでいない。九電として

は監視試験片があと一つ残っているわけだから。そういうものをしっかり評価しても，現

在の例えば４回目，５回目だってもうそのＥＦＰＹ110何年ですよ。これでもう一つあっ

たら，あなた方，一体何年間原子炉を使うつもりだと。そういうことをしっかり，やはり

説明しないといけない訳で，小型の監視試験片の話ではないと思いますが，違いますか

ね。 

 

（釜江座長） 

 いかがですか。本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力の木元です。 

 渡邉先生のおっしゃることもごもっともでございますが，今運転延長のルールは，今議

論されている現行のルールで，10年ごとにＰＬＭで照射試験片を抜いて確認を行わない

といけない。あと，運転中は必ず１個は入れておかないといけないというのがありまし

て，仮に50年目のＰＬＭを実施する際に抜きますと，運転中１個は入れておかないといけ

ないというのを満足できなくなりますので，その辺は我々も，もう少し先の話にはなるの

ですけれども，ほかの電力会社，メーカーさんと一緒になって，再装荷絡みの研究につい

ては参加しております。以上です。 

 

（釜江座長） 

 いかがですか。 

 

（渡邉委員） 

 玄海１号の時に散々議論しましたけれども，あなた方はこれまで，まず複数回取り出し

ているわけですよね。１回目，２回目，３回目というふうな物を取り出してきたわけです

よ。玄海１号の時に我々びっくりしたのですけれども，そういうものはもう既に廃棄した

という言い方をするわけですよ。過去の監視試験片は廃棄済みだと。最近のものはもちろ

ん保管されているでしょうけれども，あなた方の監視試験片に対する認識というのはそ

の程度だと我々思っているのですね。 

 

（釜江座長） 

 いかがですか。これはしっかり反論しておいた方がいいと思いますけれど。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店の中山です。御指摘ありがとうございます。 

 先生の御指摘のとおり，過去に廃棄しているものも確かにございます。ですけれども，
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我々知見拡充のためにとっているものも当然ございまして，その中には再装荷といった

規定がありまして，その中で評価するようにとっているものもございます。 

 あと，少し前の御指摘になるのですけれども，確か今の監視試験はかなり，１号は５回

取り出しておりまして，それが約114ＥＦＰＹという現象に換算すると，単純にずっと運

転すると114年相当ぐらいのものが取り出されているのかなと，そういったところは確か

に御指摘のとおりであります。ですけれど，我々はそういった制度的なところはあります

けれども，監視試験をやって，再装荷して知見拡充をやっていくといったところに対して

も必要ではないのかといったところもございまして，今取り組んでいる状況になります。

以上になります。 

 

（渡邉委員） 

 よろしいですか。 

 

（釜江座長） 

  はい，どうぞ。 

 

（渡邉委員） 

 知見拡充にとって大事なのは，非常に照射量の少ない低照射量の１回目，２回目のとこ

ろですよ。そういうものをしっかりと大事に保管していなくて廃棄している。本当にびっ

くりするのですよ。そういうことをあなた方やってきているのですね。以上です。 

 

（釜江座長） 

 いかがですか。 

 

（九州電力） 

 最初の頃のものを廃棄したというのは，そこはちょっともう今更なのですけれども反

省しておるのですが，ちょっとどうしようもないところもあります。その中で今できるこ

ととして，作業会としても，これからもちょっと検討していきたいと思います。御指摘あ

りがとうございます。 

 

（渡邉委員） 

 それでは，ほかの質問でよろしいですか。 

 いろいろデータを出してもらったのですけれども，破面が非常に見にくくて，我々は破

面率で全体を評価して，破面率と脆性遷移温度が一致しているかというのを我々よく見

ないといけないのですね。そういうものがちょっと見えないですね。 

 もう一つは，128ページのビッカース硬さの変化を１号，２号炉出してもらっているの

ですけれども，１回目，２回目というのは，ずっとここではEnglishの相関式でもって評

価しているのですけれども，例えば川内１号，２号でも結構なのですけれども，例えば４

回目，５回目とこれのEnglishの相関式から外れてきているのですね。この理由をお聞き

したい。 
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 それと，135ページのところのクラスターとの相関，ここはなかなか見にくいのですけ

れども，例えば川内のクラスターデンシティに関して，ある一定の遷移温度の上昇という

のがあるわけですよね。多分このところで高いのは玄海のデータもあるわけですよね。例

えば玄海１号の高いデータと，今回のお宅のデータで比較してみると，その溶質原子クラ

スターの平方根が同じようなデータになっているのに，なぜこれだけの違いが出てくる

のかというのを示してもらいたいです。 

 それともう一つは，最後の方に電子顕微鏡の結果を出してもらっているのですけれど

も，例えば川内のところでいいのですけれども，３回目，４回目というふうになっている

のですけれども，例えば転位ループの数密度やサイズが３回目，４回目母材でほとんど変

わっていないのですね。３回目，４回目の照射量が随分と違っているのですけれども，そ

れが実際の組織に現れていない理由をお聞きしたいです。以上です。 

 

（釜江座長） 

 いかがでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

 

（九州電力） 

 九州電力中山です。 

 最初の御質問，写真の件ですね，今ちょっと私の方から御回答させていただこうと思い

ます。確かに紙にしているというところもございまして，時代の話もございまして，非常

に見にくいものになってございます。大変申し訳ないところなのですが，資料にまとめる

に当たって，例えば１号の５回とか２号の４回というものは，もう少しちょっと奇麗な拡

大写真をお見せできるというふうに思っています。 

 破面の写真としてはこの種類しかないのですけれども，どのような形かで，電子であっ

たり拡大したものというのを御提示させていただきたい。ただ，実際にシャルピー衝撃試

験の破面を観察するというのは，この写真をもって現場でも確認をしているというとこ

ろを確認ができておりますので，我々もこの写真，メーカー委託していますけれども，を

もって延性破面率を出しているというところもございますので，少し大きめ，奇麗な写真

を御提示するということを考えていますが，いかがでしょうか。 

 

（渡邉委員） 

 破面率で評価しないといけないのですね，実際は。だから，何％という具体のその数値

ですよね，それがちょっと分かるようにしてもらわないと理解できないのですね。 

 

（九州電力） 

 写真と併せて破面率を御提示させていただこうと思います。以上になります。 

 

（釜江座長） 

 ほかにありましたよね。 

 本店どうぞ。 
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（九州電力） 

 御指摘ありがとうございます。今128ページにございましたビッカースの硬さ試験につ

いて，我々も具体的なあれはまだありますけれど，知見のばらつきも考えられますし，

Englishの相関式から外れているといったちょっとありましたけれども，我々この初期値

のところでEnglishの相関式というものをまず切片ですね，相関して一定程度の値で上が

ってくるという相関式になりますので，ここの初期値の設定によってこう上がってきた

りとかで，そういったこともちょっと考えられると思っております。 

 ですけれど，ビッカースの硬さというのは，規格とか法令とかに定められているもので

はなくて，我々脆化すると固くなると，その結果脆くなるといったところで，硬くなって

関連温度が上がっているといったところの傾向は，１，２号とも傾向があるのではないか

と考えております。以上になります。 

 135ページの溶質原子クラスターと関連温度移行量の関係について御指摘ありがとうご

ざいます。先生の御指摘は，例えば川内１号機とか玄海１号との関連温度の差をいうこと

を御指摘いただいていると思います。溶質原子クラスターについては，銅とニッケル，マ

ンガン，シリコンと，そういったものでクラスターを形成するといったところが知られて

おります。比較的玄海１号機などは銅の含有量が結構大きくて，それがちょっと関連温度

の移行量が川内に比べて大きくなっているというのが要因ではないのかというふうに考

えております。 

 144ページで転位ループの平均の数密度についてちょっと御指摘がありましたけれど

も，今第３回から４回で照射を見ているところで，平均の数密度というのは余り上昇が見

られないといったところで，すみません，ここに対してまだ具体的には持ち合わせていな

いです。以上になります。 

 

（渡邉委員） 

 よろしいですか。その溶質原子クラスターの話ですけれども，玄海１号炉と今回の川内

の材料で銅の含有量が違っているというのは，それは非常に明白なのですね。それによっ

て脆性遷移温度が変わってくるという言い方なのですけれど，それ間違っているのです

ね。 

 それは最終的には，ここでいう電中研のモデルでは，溶質原子のクラスターの体積の平

方根でまとめられているのですね。そうですよね。だからそれは，あなたの認識が間違っ

ているのですよ。違いますかね。 

 電中研のモデルは，先ほどの転位ループの数密度，サイズと溶質原子のクラスターの数

密度とサイズによって決まってくるわけですよ。その時に銅の濃度は関係ないですよ。な

ぜこういう違いがグラフ上で現れてくるかということを，本店は説明しないといけない。

違いますか。 

 

（釜江座長） 

 どうぞ本店。 
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（九州電力） 

 本店九州電力中山です。御指摘ありがとうございます。 

 次の質問の意図を理解しました。同じ溶質原子クラスターの値にあって，川内と玄海１

号機ではちょっと差があるといったところは，おっしゃるとおりで，今はちょっとばらつ

きが出ているんじゃないかというふうに考えております。 

 

（渡邉委員） 

 あなた方はね，例えば先ほどの後藤先生の考え方，意見としてマージンに対してばらつ

きは御説明したわけですよね。ところが，実際例えばその具体的な組織の方からしてくる

とこれだけばらついているわけですよ。これはあなた方はどう考えているわけですか。 

 

（釜江座長） 

 本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店中山です。ありがとうございます。 

 ばらつきというものは確かにございます。実際に溶質原子クラスターの測定する時の

ばらつきもあり，シャルピー衝撃試験の時のばらつきというのも考えられます。ですけれ

ど，予測式のそもそもの策定のことにはなるのですけれども，こちら溶質原子クラスター

が増えていくにつれて，関連温度の移行量というのが増えていくというところに相関が

見られるということで，その前提のもと予測式が策定されているということになります。 

 それで，確かそれだけではなくて，実際に先ほど申し上げましたとおり，国内の監視試

験のデータというのをマージンを取って，関連温度の最終的に予測グラフに直して評価

をするといった手法で今規格に取り込まれていて，エンドースされていると。それを我々

使って評価していくということになります。 

 

（渡邉委員） 

 あなた方がどういうふうに理解してやっているのか分かりませんけれども，我々は具

体的な内部組織変化から関連温度として評価できるわけですよ。もう，そういうふうな議

論になってきているわけですよ。 

 ところが，実際関連温度の上昇と組織が不一致な状況にもなってきているのですね。だ

から，それをあなた方にしっかり理解してもらって，現実はそうなのですよ。そういう状

況ですので，何て言うのかな，Ｑ＆Ａは結構なのだけれども，実際そうなのですよ。とい

うのが私の考えというか，意見ですね。 

 だからその脆化予測式に入れてマージンを設定をすると，２σなりの範囲に収まって

いるように見えるのですよ。それは脆化の予測式がそういうふうに作っているから。とこ

ろが，あなた方もよく分かっているように，実際は組織によって依存していて，転位ルー

プと溶質原子クラスターによって脆化が進んでいるのですよ。それが電中研のモデルな

のですよ。ところが実際そのデータを入れてみると，データが合っていない。だからこれ

は，脆化予測式の問題ではありませんか。 
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（釜江座長） 

 よろしいですか。 

 本店，どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店中山です。 

 御指摘ありがとうございます。今の御指摘は，こちらの表，グラフでばらつきがあると

いったところで，ばらつきがちょっと悪いとかそういうふうなことで，式が成り立ってい

るわけではなくて，こちらに溶質原子クラスターの平方根と関連温度の移行量が正の相

関があるといった関係性から，先生から御指摘ありましたとおり関連温度の移行量は溶

質原子クラスターとマトリックスダメージが寄与するところで今成り立っていて，そこ

の相関からそういった係数とかも含めて予測式が成り立っているというふうに。 

 

（渡邉委員） 

 この予測式はそれで結構なのですよ。ところが，例えばその下の軸が，玄海１号でいろ

いろ問題になったものと，その川内１号で今やっている評価というのが体積密度，同じな

のですよね。ところが脆性遷移の量は違っている。相関はもちろんあって，そういうふう

な議論になっているわけですけれど，それが違うわけですよ。内部組織の評価方法などが

違っているわけですよ。 

 だから私は，前にも申し上げたかもしれないですけれども，この内部組織の評価という

のはやはりしっかりやってもらいたい。例えば内部組織の評価というのは，例えばＫＵＲ

でも立派なホットラボがあってできるし，九大でもできるわけですよ。こういうものをや

はり電事連というか，電力の中で評価をするのではなくて，大学などの公平・中立な機関

でもってしっかりやるような体制を作ってもらいたい。九大でも，サンプル試験片があれ

ば我々評価しますよ。そういうものの評価の体制というのを，やはり地元で評価できる体

制というのを作ってもらいたいと思います。 

 

（釜江座長） 

 いかがですか。どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店中山です。御指摘ありがとうございます。 

 最初の御指摘についてなのですけれども，恐らく溶質原子クラスターの関係性ではな

くてマトリックス損傷のうちの転位ループとかの寄与というのもしっかり明確にしてい

くのではないかという御指摘だと思いまして，そちらについては確かにおっしゃること

はごもっともかなといったところではございます。しかし予測式については，一応マトリ

ックス損傷という形で考慮されていることにはなります。なので，それがＴＥＭとかいう

のも我々実施して知見拡充とかいうのも取り組んでいきたいと考えております。まず一

つ目以上になります。 
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（渡邉委員） 

 あなた方ね，マトリックス損傷という言い方をされたのですけれども，脆化の予測式で

転位ループの寄与というのは非常に少ないという評価なのですね。それはあなた方よく

分かっている。ところがその次，実際データが合わなかったらマトリックス損傷だという

言い方をされるわけですよ。それも間違っている。今，マトリックス損傷の話をしている

のではなくて，溶質原子クラスターでも違っているという言い方になっているのですよ。

何十℃も違っている。 

 

（釜江座長） 

 いいですか。本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店中山です。御指摘ありがとうございます。 

 確かに先生御指摘のとおり，溶質原子クラスターの体積平方根が同じ程度の値でも，ち

ょっとばらつきがあると。確かにそれはおっしゃるとおりで，シャルピー衝撃試験とか溶

質原子クラスターの実際の測定のばらつきとかそういったのも考えられて，こういった

形にはなっているかなというふうに思います。 

 

（渡邉委員） 

 でもそういう議論になると先ほどの後藤先生の話と同じで，衝撃試験でばらつきがあ

りますという言い方になって，全体の根本が狂ってくるのですよ。それはＱ＆Ａとしては

間違っていますよ。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店中山です。御指摘ありがとうございます。 

 確かにばらつきがあるといったところは，ばらつきの考慮といえば先ほどちょっと御

説明させていただきましたのですけれども，国内のＪＥＡＣ策定当時までの監視試験片

とかを使って統計的にマージンを設定しておりますので，そちらについては，十分厳しめ

の関連温度予測式になるというふうに我々考えております。それをもって評価すること

で，原子力の健全性というのを我々今確認しております。以上になります。 

 

（九州電力） 

 九州電力本店木元です。 

 試験片の観察に関しましては，ちょっとこの場では何ともお答えできかねますので，改

めてちょっと調整させてください。 

 

（釜江座長） 

 時間がかなり，休憩の時間を過ぎてヒートアップしてきたのですが，渡邉委員から「間

違い」という言葉は非常に厳しいというか，過激な話なのですが。 
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 それに対してロジックとして何か整合しないのか，本当にその考え方に間違いがある

のか，そこはまだなかなか，私は今の議論聞いていてよく分からないところがあるのです

が。ちょっと休憩して，まだ議題もありますので。 

 この話はもう何度も聞いたことがあるような気がするので，少しそこの整理をしない

といけないかなと思います。ちょっとほかの委員の先生方もこの件に対するコメントが

あると思うのですが，冷却期間をおくために５分ほどちょっとトイレ休憩ということに

したいと思います。その後，時間があれば少しこの件を続けてやりたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

－  休  憩  － 

 

（釜江座長） 

まだ議題もありますし，いろいろなことがあるのですが。 

 今の中性子照射脆化というのは，この分科会の最初からいろいろ議論があって，今日の

議論を聞いていても30年ＰＬＭの時もそうだったし，結構その辺のＱ＆Ａがかみ合って

いない部分もあるようです。 

 ただ，予測としては非常に重要な項目なので，今日で全てをと言うつもりはないので，

ほかの委員の先生方からもコメントあるかもしれませんので。 

 この資料２については後藤委員，渡邉委員からいろいろコメントがあったのですが，Ｗ

ｅｂの先生方から何かありますか。はい，佐藤委員。 

 

（佐藤委員） 

 佐藤でございます。 

 私の質問は全然アカデミカルな話ではなくて，現場の実務の話としてなのですけれど

も，35ページですね。ちょっとこれを見ていただいて，グラフが四つ示してあるのですけ

れども，その中の左下のグラフを見ていただきたいのですけれども。 

 知りたいのは，耐圧漏えい試験を実際に現場でどうやっているかということなのです

けれども。このグラフを見ますと，この耐圧漏えい試験の温度が100℃を超えているので

すね。ということは，この漏えいが実際にあった時に水が気化してしまうということで，

実際に目視で漏えいが確認できないのではないかというふうに思うわけです。 

 ほかにもこれだけ温度が高くなっていきますと耐圧漏えい試験を目視で，いわゆるこ

のＶＴという試験法ですよね，これで確認するというのがどうやってやるんだろうかと

いうという非常に素朴な疑問が出てくるわけなのですが。 

 ちょっと，二つ質問あるのですけれど，まずその一つ目として，今の件をお答えいただ

ければと思います。 

 

（釜江座長） 

 よろしいでしょうか。 

 

（九州電力） 
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 九州電力の上村です。 

 まず御質問に対してですけれども，耐圧漏えい試験ということで，我々ＲＣＳ漏えい検

査と呼んでおります。実際この辺りの圧力・温度まで昇圧・昇温をいたします。おっしゃ

るとおり，実態からいきますと何チームか作って，ＲＶ周りであったり，ＲＣＰ（ループ

室内）ですね，そういったところの目視をずっと行っていきます。 

 御指摘のとおり，内圧・温度が高いので見つけきれないのではないかというお話もあり

ますけれども，我々検査圧力をずっと監視しておりまして，その圧力に低下がないかとい

うところも監視しております。なので漏れがある場合というのは目視で確認できる場合

もございますし，実際の検査圧力が下がらないというところも当然併せて確認をしてお

りますので，見つけきれないということはまずないというふうに思っております。 

 御想像のとおり，圧力だけ下がった場合どこから漏れているかというのを探すのは難

しいことにはなりますけれども，ただ漏えい検査という意味ではそのような形で実施し

ておりますので，問題がないというふうに考えてございます。以上になります。 

 

（釜江座長） 

 はい。佐藤委員いかがでしょうか。 

 

（佐藤委員） 

 この検査が，この圧力の低下をゲージで見てというのは，ちょっと私はそれは本当にそ

の精度としていかがなものかなというふうに思うのですね。 

 体積として非常にボリュームが大きな容器の耐圧試験をやっているわけですね，実際

にバウンダリーから１分間に何滴というオーダーの漏えいの時には，とてもゲージの圧

力低下としては検出できないと思うのです。 

 やはりいろいろな継ぎ手の辺りに懐中電灯を当てて，目視で確認するというのが私の

イメージしている耐圧漏えい試験でですね。それってやはり100℃を超えると蒸発の問題

とか，それから作業環境の問題とかで，ちょっと実務は非常に大変なんじゃないかなとい

う疑念は今頂いた回答では十分払拭できないなというふうに感じました。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。御指摘ありがとうございます。 

 私の説明も拙い部分があったのですけれども。先生がおっしゃるとおり，もちろん目

視，それは先ほどおっしゃったようにＳＧのマンホールであればそういった鏡を使って

裏面まで見てそういった形でやっていますし，触診も含めてやりますし，サンプとの境界

であればサンプに流れ込みがないかとか，その弁からの漏えいも含めてですね，そういっ

たところも確認しておりますので，当然ながら目視が前提でありプラスでゲージも見て

いると。 

 どうしても系統の中で漏れているものとかはですね，なかなか外に出てくるものを捕

まえられませんので，そういったものはゲージで見ることもあるということで，当然ＶＴ

－２が前提になった検査をしておりますので。そこだけはちょっと補足させていただけ

ればと思います。 
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（釜江座長） 

  いかがでしょうか，佐藤委員。 

 

（佐藤委員） 

 メタルの表面温度が100℃を超えているのに，そこで水滴がポタポタ出てくるというの

は，漏えいが大きければ，そういうこともあるでしょうけれども，漏えいが少ない時には

漏えいと同時に気化が起こってしまって，見落としてしまうということにはなるのだと

思うのですよね。 

 それから，結露というのはこれも同様に，漏えいが大量にあって，相対湿度が100％を

超えるようなところまでいけば，そういうこともなるわけでしょうけれども。完全に，こ

の格納容器を閉じた状態でやっているわけでもなくて，換気系も働いている状態でそう

いうそのテストをするのであれば，それも十分な検出の手段にはならないのではないか

なと。 

 実務として，やはり100℃に迫っていくあるいは100℃を超えるということが起こった

時には，耐圧漏えい試験も随分やりにくくなっていくのだろうなというふうには，せっか

く今お答えいただいたわけですけれども，ちょっとそこら辺の疑念と申しますか，そこの

ところは十分納得しかねるところがありました。ですけれども，次の質問をさせていただ

きたいと思います。 

 

（釜江座長） 

 ちょっとすみません佐藤委員。今の件は余りグレーにしておかない方が良いので，ちょ

っと本店の方から何かコメントしてもらいます。はい，どうぞ。 

 

（九州電力） 

 先ほど言っていました漏えい試験ですね。まず圧力が15.4ＭＰa掛けておりまして，検

査時間は４～５時間ぐらい掛けて見ております。したがって，目視，保温が被っていると

ころであっても４時間程度あれば出てくるのではないかなと思っていまして，その辺が

ＪＳＭＥ（機械学会）の方でもやり方決まっていまして，それなりに漏えいがあったら，

我々は分かるものだと考えております。以上です。 

 

（釜江座長） 

 いかがですか。佐藤委員。 

 

（佐藤委員） 

 もっと念入りに話をしたいということであれば結構なのですけれども。現に，メタルの

温度が100℃を超えていて，そこから微小の水の漏えいがあった時に，それがどうして分

かるのですか。そこをずっと観察していて，そこにホウ酸の結晶が析出してくると，そう

いうことがあれば，それは分かるでしょう。ですけれども奇麗な水がですね，100℃を超

えるメタルに接触して出てきた時に，それがどうして気化しないで，水滴となって見える



 - 44 - 

というふうに言えるのですか。 

 

（釜江座長） 

 本店，どうぞ。 

 

（九州電力） 

 耐圧試験を行う水は濃いホウ酸水を用いてやっています。それはやっぱり漏えいが出

たら，ホウ酸の析出も見えると考えております。 

 

（九州電力） 

 すみません佐藤先生，九州電力の川江でございます。 

 100℃を超えた中で，一応中は水の状態で圧力を掛けているということになります。万

が一漏えいが発生すると，気化率40％ぐらいだったと思いますが，後は水で出てくるとい

うような状態になると思われます。 

 それで我々としては，先生がおっしゃるとおり，母材自体はしっかり見ていくのですけ

れど，実際はその耐圧部材じゃなくてフランジ部とか，そういうところに対して先生は御

懸念，御心配があると思いますが，我々としてもそういうところは念入りに，鏡とかを付

けて蒸気漏れがないかとかいうようなことはしっかり確認しながら，試験をやっている

というような状態になります。 

 

（釜江座長） 

 佐藤委員どうぞ。よろしいですか。 

 

（佐藤委員） 

 いいえ。そのおっしゃることは予想としておっしゃることで，これはやっぱりデモンス

トレーションとして，実証されなければいけないと思うのですよ，本当はね。まだ100℃

を超えるまでには，時間があるわけで，今すぐそれをやるべきだというふうなことは申し

ませんが，そのフランジから漏れるといっても，その手前にボルトがあって見えにくいと

ころだとか，そのフランジ全周全部が見えるわけでもないですよね。 

 ですからその概念，それからそのおっしゃっていることも分かりますけれども，やっぱ

りそれは理屈として説明するよりも，実際のデモンストレーションとして示されるべき

だと思うのですよね。どうですか。 

 

（九州電力） 

 九州電力の木元です。 

 実際に先生が言われたように，まず大気圧の状態から少しずつ圧力を上げていきます。

ステップごとにも見ていって，それでキープしている状態で見ていくという流れになり

ます。この検査をどのようにやっているかというのを，ちょっと今空中戦になっています

ので，お示しさせてください。以上です。これは毎年やっていますので，お示しできると

思います。 
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（釜江座長） 

 すみません，佐藤委員。そういうものを見ていただいてから再度また議論ということで

よろしいでしょうか。 

 

（佐藤委員） 

 それは100℃超えていない状態での話ではないのですか。 

 

（九州電力） 

 今の式の115℃になっていますので，先生おっしゃる100℃を超えている状態になりま

す。 

 

（釜江座長） 

 よろしいですか。本店から提案があったように，その辺の具体的なところを後ほどお示

しいただくということで，今日のところはそれでよろしいでしょうか。 

 

（佐藤委員） 

 今の温度が100℃を超えているというのは，そうするとこの曲線とはまた違う運用をし

ているということなのですか。 

 

（九州電力） 

 この辺の制限値に対して，低温過加圧にならないように制限を設けていますので，その

辺も併せてちょっと絵を使いながら説明させてください。 

 

（釜江座長） 

 すみません，よろしいでしょうか，取りあえず。 

 

（佐藤委員） 

 それは次回以降ということですね。はい，結構です。是非それは納得させてください。 

 

（釜江座長） 

 すみません，まだ何かありますか。 

 

（佐藤委員） 

 もう一つは簡単なことです。ちょっと気になった文言なのですけれども，２ページ目

に，書き出しが「炭素鋼，低合金鋼などのフェライト系材料は，高エネルギーの中性子の

照射により強度，硬さが増加し，延性，靱性が低下する。」と，この書き方なのですけれ

ども。 

 これは読み方によっては，フェライト系材料特有の物性の変化だというふうに読める

わけです。ですけれども実際には，オーステナイト系のステンレス鋼でも起こるわけでし
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て，炉内構造物でもこういうことが起こっているわけですよね。 

 ですので，ちょっとこの書き方は，私にとってはミスリーディングしているような書き

出しかなというふうに感じました。 

 

（釜江座長） 

 いかがでしょう。本店どうぞ。 

 

（九州電力） 

 本店九州電力中山です。 

 こちらは原子炉容器の中性子照射脆化ということで，すみませんちょっと言葉が足り

なくて申し訳ないのですけれど，原子炉容器のことで記載させていただいております。以

上になります。 

 

（九州電力） 

 本店九州電力木元です。 

 先生がおっしゃるように，「原子炉容器で使用しているフェライト材料は」というよう

な記載にすれば，誤解を与えなくなると思いますので，その辺を注意しながら文章を作っ

ていきます。ありがとうございます。 

 

（釜江座長） 

 よろしいですか。この中性子照射脆化については先ほど少しありましたように，渡邉委

員からの質問とその回答の中でも少しそごがあるようなので。 

 これは多分九州電力さんは渡邉委員がおっしゃっていることを理解した上での回答だ

と思うのですが，まだ少し食い違っているように思います。今日はちょっと時間もないの

で。この件非常に大事で，特に予測式の問題ですから，しっかりとコンセンサスが取れな

いとその結果についての検証もできないことになりますから。 

 確認ですが，九州電力さんにとっては，渡邉委員のコメントは正確に御理解いただいて

いますね。ただ，それに対する回答が渡邉委員にとっては少し不満だということが今日の

話であった思います。 

 間違っているうんぬんの言葉もありましたし，そこに少し特化したコメント回答でも

結構ですし，是非お願いしたいと思います。 

 この件非常に重要な話なので，今日御発言いただけなかった先生もいらっしゃいます

が，もう一度見ていただいて，何かコメントありましたら事務局の方にお届けいただきた

いと思います。 

 すみません。ちょっと途中で切って申し訳ないのですが確認したいことがあります。 

 この後，いつものコメント回答があるのですが，ちょっとその前に，途中退席される先

生もいらっしゃるので，１点だけ少し挟ませていただきます。 

 前回のこの分科会で，以前から後藤委員をはじめ，商業機密についての取扱いをどうす

るかということで，九州電力さんもいろいろとメーカー等との協議で，より公開できるよ

うな取組をやっていただいて，そういうふうになりつつあると思っています。 
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 やはり，どうしてもというところはあるということで，その点について，私は前回，後

藤委員以外の委員の先生方にこの問題に対してのお考えを伺うということで，事前に個

別にお話を伺ったところですが，この公開の場で先生方の御意見を伺いたいと思います。

これは議論する話ではないのかもしれませんが，またお考えを一度お聞きしているので

すが，再度簡単にそれぞれ先生方からこの商業機密に対するこの分科会の取扱いについ

て御意見を伺いたいと思います。 

 委員の先生方には全て公開されていますが，外部への公開ということですので，そこの

誤解のないようにお願いしたいと思います。それでも，後藤委員からもう一度これまでの

御意見を伺いたいと思います。簡単にで結構です。 

 

（後藤委員） 

 はい。後藤です。 

 簡単に，事の発端はもともとデータが直接見えない状態だったと。それはただし，委員

に対しては，ちゃんと見せるということなので。一つはその分科会としては，委員は見て

いるんだっていうところで，一応一つ切っているのですね。 

 ただし，私がちょっとコメントしましたのは，何かというと，その分科会として，独立

した分科会の一員として見る分には，それはもちろん支障がないのですけれども。当分科

会は，その専門の科学・技術的な意味合いの内容を評価しながら，それが，県民の人たち

に分かるように説明するというふうに書いてある。 

 そうすると，私は結構複雑で難しいけれど，一応ここまで理解したということを説明し

ようとするのです，県民の人に。その時にデータを出すと，「いやちょっとそれ待ってく

ださい。それは出せない。」ということになる。だから，その議論ができないのですよ。 

 それはですね，今までずっと今ちょっと調べたのですけれど，随分電力さんとずれがあ

ったのは何かというと，そこのデータがきちんと特定できていないから。その状態で議論

するというのは無理があって，だからそこはまず出してほしいというのがあって，その時

に，電力さんのというかメーカーの方の要請ですか，企業秘密という意味があって，それ

で出せないという話なのですね。 

 そうすると，すごく社会的な問題になってしまうのですよ。そういう話をすると，本当

にこれは商業上機密であるということと，それから外から見て，市民，県民から見た時に

これは本当にそれで妥当であるかというふうに見ようとした時に，伏せられるというこ

とは何かというと，これが普通の商業的なものだったら問題ないのですけれど，原子力の

安全性に関わって，その当事者である被害を受ける可能性のある人たちに対して，説明し

ないということは，通るはずがないのですよ。誰が見たって。というのが私の意見なので

すね。そういう意味できちんとそのことは評価すべきでしょうというのが私の意見です。

以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい。今の内容はもう何度かこの場でもお話されていますので，委員の先生方も多分御

理解いただいていると思います。この件はそれぞれの先生方の考え方があると思うので，

申し訳ないですが順番に簡単で結構ですので，委員の先生方のお考えをお聞かせいただ
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けたらと思います。ちょっと私の方から指名して申し訳ないのですがこの画面の上から

順番にお願いします。佐藤委員お願いします。 

 

（佐藤委員）   

 はい。佐藤です。 

 簡単に説明しようということなのですけれども，簡単に説明するのは難しい問題かな

というふうに思うのですね。まず原子力の問題ですから，この公開性透明性，これはもう

最大限確保しなければならないというふうに思います。 

 その一方で，機密性も重要であると。その機密性の理由として認められているものが，

セキュリティに関係するもの，あるいは個人情報に関係するもの，あるいは商業上の機密

に属するものと。機密性に関しては，残念ながらこれは情報を得る人に対しての，性悪説

を適用しないといけない。つまり情報が出ることによって，そのセキュリティが破られ

る，個人情報が悪用される，商業上の機密がcompetitorに利用されてしまうと，そういう

ことを想定しないといけないと。ですのでそこのバランスを確保しないといけないと。そ

ういう難しい問題があると。 

 それで我々委員としては，特権的に，そういう情報もむしろ性善説的に提供してもらっ

ているということで，それに応えるべく，十分知恵を絞って，いろいろ検討に参加して，

それに触れることができない人たちに代わって，責任を果たしていかないと。それが私の

考えです。いいのか悪いのかというふうなストレートな答えになっていないですけれど

も，以上が私の考えです。 

 

（釜江座長） 

 はい，ありがとうございました。大畑先生。大畑委員。 

 

（大畑委員） 

 はい。どうも大畑です。 

 最初に委員長からお話ありましたように，ちょっと議論するようなことではないかな

というのがまずあるのですけれども。個人的には商業機密に関わる内容については，分科

会員以外の外部に，一般公表するように，我々から申し入れる権利はないのではないかな

と，公表する必要はないのではないかなと考える次第なのですが。 

 一般公表文書には，もちろん商業機密に関わる部分があるということで，目隠しはされ

ているのですけれど，そういう目隠しがあることによって，基本的にはその情報というの

は技術的に，あるいは科学的に検討を行うこの分科会とかそういう機関，あるいは今後規

制庁さんとか，そういったところできっちり提示されていると。そのデータをもとにしっ

かりと議論されているということの一つの証拠にもなるということかと思いますので，

公表しなくていいといいますか，そういう商業機密に関わる内容については，公表を強要

できるものではないのではないかなというふうに考えているところです。 

 先ほど，佐藤委員のお話もありましたように，公表いただいている我々が，しっかりと

責任を持ってすべきかなというふうに考えております。はい。以上です。 
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（釜江座長） 

 はい，ありがとうございました。守田委員。 

 

（守田委員） 

 九州大学の守田です。 

 分科会は川内１号，２号の運転期間の延長に関わる事項について，科学的・技術的な検

証を行って，その結果を委員会に報告するというのが役割になっていると思います。です

ので，まず検証を行うのは分科会であって，外部の個人とかあるいは組織ではないと理解

をしております。 

 分科会だけで科学的・技術的な検証ができないとか，あるいはその判断ができない，運

転期間の延長の是非に関わるような重大な事項が出てきた場合には，そのしかるべき手

続を経て，分科会の委員以外の適切な有識者の方に御意見を求めるなどの対応をとれば

いいと思います。 

 分科会で開示された機密に関わる事項を一般に公開するということになると，九州電

力や関連する企業さんとかそういったところが何らかの不利益を被る可能性があると思

われます。その分科会の設置者である鹿児島県がそのことについて責任を負えない以上，

分科会として機密に関わる事項を一般に公開することを，九州電力さんに要求するべき

では私はないと思います。 

 分科会が機密に関わる事項にであっても，これまで必要に応じて情報は開示されてお

りますし，九州電力さんが機密に関わる事項を一般に公開しないことをもってその分科

会での検討に消極的であるとか，非協力な姿勢であるとも考えていませんし，機密に関わ

る事項を一般に公開しないということが，分科会での科学的・技術的な検証の妨げになっ

ているとも考えておりませんので，分科会として機密を一般に公開するということはす

べきではないと個人的には思っております。以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい，ありがとうございました。橘高委員よろしくお願いします。 

 

（橘高委員） 

 はい。結論から言いますと非公開，商業的な機密に関わる事項は非公開というのは，仕

方がないかなと。その中で電力さんのそのルールにのっとってちゃんとその公開という

のをちゃんとやられているというのが前提で，それは性善説によるしかないということ

ですけれど。 

 本来，第三者的にその辺のこのデータ，一番心配するのはやはり，ちょっと不都合なデ

ータ等の非公開というのがあるとまずいのですが，第三者的に何かその辺の評価ができ

る必要があるかなと思いますが。これは我々，分科会の中で一応判断ということでいくし

かないかなということです。以上です。 

 

（釜江座長） 

 はい，ありがとうございました。渡邉委員。 
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（渡邉委員） 

 私もずっと参加させてもらって，いろいろこれはこうだと言ってもらって随分，全体で

進歩していると私は考えているのですね。だから私，別にその会社の秘密のデータを出し

てほしいとは考えていないのですけれども，その電事連にとって何か不都合なデータと

いうのは，やっぱり感情として伏せたいという状況は分かるのですけれども，それはやっ

ぱり，しっかり公表してもらって，不都合なデータも含めて公表するようなことをやっぱ

りやってもらいたい。 

 今日も照射脆化の議論になりましたけれども，一番何て言うかな，核心の部分というの

はやっぱりあなた方は公表したくないというのが多分心情のどこかにあるのですね。や

っぱりそこはしっかり含めて先ほど申しましたけれども，公平・中立の機関がしっかり評

価できるようなシステムというのを作ってもらいたい。 

 それは地元の問題ですので地元でしっかり，例えば監視試験片の結果だったり，評価で

きるようなものを作ってもらいたい。それは九大でもできるし，ＫＵＲでもできるわけで

すけれども，そういうものをしっかりしてやっぱり秘密のないような社会というのを最

終的には作ってもらいたいというのが希望ですね。はい。以上です。 

 

（釜江座長） 

はい。ありがとうございました。私の意見はもう以前からずっと申し上げていましたの

で，改めては言いませんが。今委員の先生方から，この件についての御意見をそれぞれ伺

いまして，商業機密についてやはり，委員以外に公開することは今の枠組みではなかなか

難しいと。そういう御意見だったと思います。そういう意味ではこれまでも先ほど冒頭で

申し上げましたように，そういう商業機密があるものも，電力さんやメーカーの協力を得

て少し公開の方向にいっている部分もありますので，今後もその辺は積極的に可能なも

のは是非公開していくというところは御協力と尽力いただきたいと思います。 

 それと，先ほども橘高委員もおっしゃっていましたけれど，やっぱり商業機密かどうか

というのも，これはもう性善説なので，我々がそういうこと言われれば，なぜ商業機密か

ということも併せて，この場で御報告を頂いていてそれを信じることは信頼関係のもと

に成り立つことで，都合の悪いというだけで商業機密だと言われるとまずいので，しっか

りと棲み分けをして，信頼関係の下でしっかりと今後も引き続き可能なものは公開でき

るようにお願いしたいと思います。特にこの件について何か九州電力さんからお話あり

ますか。よろしいですか。 

 

（九州電力） 

 特にありません。 

 

（釜江座長） 

 ありがとうございます。この件については，これまでどおりの運用としたいと思いま

す。繰り返しになりますが，商業機密であるということの理由についてはしっかりと，こ

の場で透明性を持ってお話をいただきたいと思います。 
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（後藤委員） 

 すみません，座長。 

 

（釜江座長） 

 最後，どうぞ。 

 

（後藤委員） 

 一つだけ誤解がないかどうか確認したいのですけれども，解析ですね。ある温度でも，

何でもいいのですけれど，その解析手法が秘密であるということは，そういうふうにはっ

きりおっしゃっているのですけれど，これは間違いないですか。それでいいのですか。解

析手法とか解析のデータも含めてね。そういう考え方も伏せるのですか。私はそこがとて

も信じられない。 

 

（釜江座長） 

 その商業機密うんぬんのところは，前回まとめて回答いただく中にそういうのが入っ

ていたように思いますが。 

 

（九州電力） 

 入っております。解析は明確に対象として挙げさせていただいておりまして，機密の一

つとしてやはりその解析に関わる部分は，競合他社に知られると我々が協力してもらっ

ているメーカーの不都合な情報なり得るということで，しっかり，すみません。 

 第７回に御説明させていただいた資料の中に，高度なソフトウェアに係る技術という

文言で書かせていただいておりますけれども，解析の部分をそこに該当するというふう

に考えています。 

 

（釜江座長） 

 分かりました。 

 

（後藤委員） 

 はい。だからということは，そういう解析に関わるところが高度なものがあった場合に

はそれは，国民に知らせないということがやむを得ないのだと，そういう意味ですね。分

かりました。 

 

（釜江座長） 

 いいのですか。 

 

（九州電力）  

 九州電力の上村です。  

 当然物によりますが，高度なものを機密性の高いものはそうなります。ただ今回，ＰＴ
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Ｓの部分はメーカーと話をして，解析の条件を一部公開させていただいているというこ

とにはなります。以上になります。 

 

(2) これまでの委員からの質問への回答 

 

（釜江座長） 

 はい。どうもすみません。御都合のある委員の方がいらっしゃったので，ちょっと先に

割り込ませていただきました。予定の時間は12時半ということなのですがもう少しお時

間をいただきたいと思います。 

 これまで後藤委員はじめ，委員の先生方から質問を頂いていまして，それの回答という

ことで，本日は３－１から３－３まで３種類の資料があります。この中で，３－１，３－

３というのは後藤委員から分科会の前後で頂いていて，そこにありますように４回，６回

のものに対する質問ということと，３－１につきましては，１，６，７ということで，こ

れは全体の委員の先生方から頂いている質問に対する回答ということです。少し先延ば

しされているものもございます。毎回ですが事前にこの資料をお配りしていますので，御

自分の質問に対する回答として，適切なのかどうか，これでは足りないというようなこと

やこの回答では十分理解できないということがありましたらよろしく願いします。また

追加の質問がございましたら，時間の許す限り議論したいと思いますので，いかがでしょ

うか。 

 はい。後藤委員。 

 

（後藤委員） 

 ３－１，私の質問に対してなので，格納容器のペネですね，ペネの温度による評価につ

いて，これを見ると蛇腹になっていて軸方向の評価をしているのですね。それは分かりま

す。 

 私の質問したのは，実はそうではなくて，上下方向，例えば温度が高くなると，鋼板の

方が伸びますから，そうすると鋼板とそれからペネの空間，これが狭まる可能性があるわ

けですね，それについてお聞きしているのです。設計は何mm空いていて，設計上はどうい

うふうに考えているかということをお聞きしているつもりなのですね。ただ，今でなくて

結構ですけれど，そこちょっと御確認を願いたい。 

 

（釜江座長） 

 今できますか。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。 

 鋼板とペネトレーションの縦側の変位。 

 

（後藤委員） 

 鋼板が伸びるのですね。 
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（九州電力） 

 今回御質問を頂いていたのは，配管，実際今までずっと鋼板と各種格納容器内の話をさ

せていただいておりましたけれども，今回，アニュラスを出て，すみません，４ページで

いきますと，外壁コンクリートの外に出てきた部分というところの熱変位というところ

をどのように吸収しているのかというふうな御質問かというふうにちょっとすみません

捉えていたところがありまして，配管そのものはお示ししているとおり，曲がり部サポー

トがありますので，ゴムベローズというのは，先ほどおっしゃったとおり軸方向，配管が

例えば格納容器から伸びてきた時に，配管と各貫通部は繋がっていますので，そこを吸収

するのがこのベローズですけれども，縦側の変位についても，砂場みたいなサポートと，

あとは曲がり部というところで吸収ができるというふうに思っておりますけれども，先

ほどの御質問，ちょっともう一度御確認させていただきたいのですが，鋼板というのは格

納容器鋼板。 

 

（後藤委員） 

 はい。格納容器の鋼板が伸びるということですね。そうするとペネが一緒に上がります

よね。ペネとコンクリートの間が近くなるのではないですか。それはどうなっていますで

しょうか。そういう意味です。 

 

（九州電力） 

 分かりました。また例をちょっとお示しして，ゴムベローズで持っている部分もあるか

と思いますので，その辺りもう一度確認します。 

 

（釜江座長） 

 そうですね。この図には多分現れていないと思うので，ちょっとその図を修正するなり

してください。 

 

（後藤委員） 

 ちなみに一つだけ追加です。当然その過酷事故の時には問題になるので，そこが一番私

心配しているのですね。その設計条件との問題もありますので，どうお考えなのかという

ことを，後で結構です。 

 

（九州電力） 

 はい。承知いたしました。事故についてもそういう過酷事故も考慮して設計しておりま

すので，その辺りも資料に表したいというふうに思います。 

 

（釜江座長） 

 よろしいですか。 

 

（後藤委員） 
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 はい。 

 

（釜江座長） 

 はい。委員の先生方で，資料３－１について，渡邉委員。 

 

（渡邉委員） 

 何点かよろしいですかね，質問させてもらっているのですけれども，例えば５－３のと

ころで検証試験をやられているわけで，どこか委託しているわけですよね。その委託され

た時に，こういうものが実機と本当に同等であるかという検証というか，最初に考えるの

は，例えば実機とその同じ材料を使って同じ溶接手法をやって，同じ溶接後熱処理をする

と。それで実機としてのこういう試験で妥当かというのを検証するわけですけれども，そ

れが本当に実機と同じ，例えば溶接後の熱処理も含めて同じようになっているのかどう

かというのをお聞きしたい。 

 それと，例えば実機の場合には手動でもってやっているわけですけれども，その当時の

例えば溶接条件だったり，どういうふうな，例えばその人間でやった時のその態勢（姿勢）

だとか，手動でやったかというのが具体的に残っているか，それを再現しているかどうか

ですよね。 

 あと例えば８－２でいろいろな場所でのニュートロンの量を評価して出してもらって

いるわけですけれども，少し検討してみますと，やっぱり60年の時点では，照射脆化が顕

著になるような部材になっているわけですよね。で，その圧力容器と違って照射の温度が

数十℃から100℃ぐらいだと思うのですけれども，そういうふうな低温での照射脆化とい

う現象をどういうふうに九電というか，電事連でもいいですけれども，理解して，60年の

評価になっているのかということですよね。 

 それと最後の方にコンクリートの評価をしてもらって非常に分かりやすい説明で助か

りました。以上です。 

 

（釜江座長） 

 よろしいですか。最初の方の。 

 

（九州電力） 

 九州電力の上村です。 

 最初の御質問ですけれども，具体的な質問回答の番号で言いますと，恐らく６－10の試

験片の妥当性のお話かというふうに思っております。 

 先生から御指摘を前回頂いて，我々なりに整理したものがこちらの表になりますけれ

ども，ＵＴを例にとりまして御説明させていただきますと，11ページになりますが，まず

実機がＡＳＭＥによります低合金鋼ということで，まず一番左の列に書いております。 

 検証試験につきましては，同じように低合金鋼ＪＩＳの規格を書いていますけれども，

そちらを使っております。で，対比試験につきましてもＡＳＭＥの試験ということで，完

全なる一致という材料ではないものもございます。 

 当然建設時のロットの材料がないという物もございますので，当然我々としては，今
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回，ＵＴを例にとって御説明させていただいていますけれども，ＵＴの場合は波の伝搬性

になりますけれども，波の伝搬性を考慮した時に，実機と同等であるかというところを判

断しております。 

 右側の評価の部分に書いておりますけれども，ＪＳＭＥ等々で，実際の伝搬性が同等で

あるという材料をまず使っているというのが一つ回答になります。 

 後，溶接の手法ですけれども，溶接の手法もおっしゃるとおり，伝搬性に影響するもの

になりますので，今回サブマージアーク溶接，エレクトロンスラグ溶接と２種類あります

けれども，こちらの溶接方法についても，同じような帯状電極肉厚溶接法と肉盛溶接法と

なっていますので，こういったところは，名前こそ違いますが，同じような状態を作るこ

とができているというふうに思っています。 

 我々が先ほどの御指摘の中で記載できていないのが，溶接後熱処理と入熱管理も含め

てなのですけれども，そちらにつきましても，当然ながら同じように，この場合は母材低

合金鋼にＳＵＳのクラッドを溶接しますけれども，その場合の溶接の入熱管理，後は，そ

の後の溶接を熱処理についても同じように施しまして，状態を同じにしているという状

況でございます。 

 ですので，そのあとＥＣＴの試験体も書いておりますが，基本的な考え方は一緒になり

ますので余り違いが出ないようにしております。 

 

（渡邉委員） 

 試験片を切って，同じような断面になっているということは，比較できるような物はな

いのですか。例えば，そういうことは可能ではないですよね。本当にその実機と同じよう

な，例えば，実際の断面写真がないのに，どうやって我々は確証できるのですか。同じよ

うな熱処理をやって，同じようなことをやったら同じですよという評価ですよね，それは

どうやって確証が持てるのかということなのですね。それは確証出来なくなっています

よね。 

 

（九州電力） 

 九州電力上村です。 

 当然ながら実機クラッド下も切り出してもおりませんし，御指摘を頂いているとおり

検証試験，対比試験においても，その輪切りにして組織まで見ているわけではないですけ

れども，少なくともＵＴの検出性という意味では，材質，溶接方法その後の処理，入熱管

理を含めた処理が同じであれば，検出性に影響はないというふうに評価をしています。で

すので，そこまでその組織とかこう見るところまでは，必要ないのかなというふうには今

考えているところです。 

 

（渡邉委員） 

 はい。 

 

（九州電力） 

 あと今回，すみません，この前の資料で，まずは６－11の御質問かと思っております，



 - 56 - 

中性子分布に対するいろいろな設備の照射量なのですけれど，我々の分布を出したのみ

になっておりましたので，今回，それぞれの60年時点での評価対象部位の照射量というも

のを記載させていただきました。 

 今の御指摘はすみません，具体的な設備で言いますと，恐らく低温域の照射脆化という

ことで，ＲＶサポート等のお話かというふうにちょっと推察していますけれども。 

 

（渡邉委員） 

 いや低温脆化等の，私の６-13のところ，例えば，熱の脆化と中性子の熱時効と中性子

脆化等の重畳ですよね。ある場所場所でのニュートロンの量を出してもらった時に，熱時

効と中性子の脆化というのが，その溶接部で顕著になるというふうに私は思っているの

ですけれども，そういう物も含めて，どういうふうな回答になっていますかという。 

 

（九州電力） 

 失礼しました。６－13は同じ資料の中の７－３ということで，ページとしましては41ペ

ージからになります。この時に頂きました御質問がちょうどＩＡＳＣＣの分野で頂いた

質問になっていまして，やはり脆化という，重畳というお話も頂いておりますが，基本的

にはこの炉心槽の溶接部の話ですけれども，炉心槽の安定性というのは，まずＩＡＳＣＣ

が発生したという仮定をしまして，そこから脆化が進んだ時に不安定破壊をするかどう

かという，まず評価が前提に，前回お示しした時にさせていただいています。 

 その時に，溶接線は影響するはずだということで，御指摘のとおり影響しますので，そ

の回答を合わせて書かせていただいているということになります。  

 まず42ページ，43ページをすみませんちょっと２ページまたがりますが，見ていただき

ますと，前回のＩＡＳＣＣの時に，１号と２号で最終的にその不安定破壊をするかどうか

というところで，応力拡大係数が変わってきますという御説明をさせていただいた上で，

２号が高いですという御説明をさせていただきました。 

 この42ページ，43ページを見ていただきますと，溶接のパスとそれに伴います残留応力

の分布図を記載しております。２号が自動ＴＩＧ溶接，１号がサブマージアーク溶接とい

うことで，ちょっと時代のその時のいろいろな要因を踏まえてこのような溶接方法の違

いがございますけれども，２号を見ていただきますと，比較的開先面が狭くなっていると

いうことが分かるかと思います。 

 それを踏まえた上で，43ページの右の図を見ていただきますと，青い部分が残留応力的

には圧縮になっている部分になります。図の下が内面，外側が外面ということで炉心槽の

内外面を示していますけれども，１，２号比べていただきますと，２号の方が，中に青い

領域，圧縮の領域が少し入り込んでいるということがございますので，１，２号の違いで

拡大係数が違うというところにつきましては，溶接の手法によりまして，応力場が少し圧

縮と残留，圧縮，引張，そこの応力差が１，２号で違うため，２号の方が結果として厳し

くなっていると，高くなっているという状況でございます。 

 

（渡邉委員） 

 これは応力場という観点から，その有限要素法でやったわけですよね。溶接ですから冷
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却のスピードによって，材料の組織組成が変わってくるわけですよね。ある場所ではオー

ステナイト層になるし，その冷却のスピードによっては残留オーステナイトだったり，フ

ェライトになったりするわけですよね。 

  そういうことの観点からお聞きしているのですね。それとやっぱりニュートロンとの

重畳，やっぱり答えていないのですよ。それに答えられないのはやっぱり答えられないと

いうふうな評価にしないと，これで満足はできないのですね。 

 これは熱の入力を有限要素法でやっているだけで，実際は熱を加えて冷却のスピード

によって組織が変わって，オーステナイトだったり，フェライト層の残留がオーステナイ

トになっているという現象が実機で発生しているわけですよね。それをやっぱり答えな

いといけないので，それに対してニュートロンがこれくらいの量だからこういうふうに

なっていますというのをさっと答えないといけない。 

 

（九州電力） 

 分かりました，ありがとうございます。先にちょっとこれまでの回答の中で，脆化を，

中性子を当然照射されると，ステンレスについても脆化がある程度進むということで，そ

ういった時に亀裂が起きた場合に破壊するかということで，中性子照射を全く考慮して

いないかとそういうわけではないのですけれども，先にそういう評価があった上で，後付

けでこういう御説明をしていますので，すみませんちょっと分かりづらくなっていまし

たし，先生の御指摘のとおり，入熱の冷却によってこういう違いが出ているというところ

は，確かに記載してきてございませんので，その辺り前回までに御回答したものと合わせ

て，再度，お示しをしたいと思います。新しい内容はないのですけれども，ちょっとこれ

までの回答を整理させていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

 

（渡邉委員） 

 それと先ほど言いましたけれども，低温でのサポート部の具体的にどういうふうに，そ

の評価の手法は，これまでお聞きしたわけですけれども，これだけの沢山のニュートロン

の量を浴びているわけですよね，監視試験片をある程度我々は重要視して，その評価して

いろいろ議論になってきたわけですけれども，その周辺部の領域が非常にニュートロン

で照射されているという状況になってきているわけですよね。 

 それをどういうふうな評価，どういうふうなことが起きているかというのをささっと

示してもらいたいのですね。次回でも結構ですので。 

 

（九州電力） 

 分かりました。ちょっと御確認だけさせていただければと思いますが，これまで第６回

で御指摘を頂いていましたＲＶサポートの脆化と，これ炭素鋼の脆化なのですけれども，

こちらについては，我々が原子炉容器を使う最低温度ということで21℃というものをお

示ししつつ，中性子照射脆化が進むとやはり炉心槽と同じように，靱性が低下するという

ことがありましたので，その評価を示させていただいているのですが，物理現象として断

層がどのように脆化をするかというところのお示しということでよろしいでしょうか。 
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（渡邉委員） 

 はい。 

 

（九州電力） 

 分かりました。ちょっとそこは今持ち合わせておりませんのでちょっと次回，また御説

明させていただければと思います。以上になります。 

 

（釜江座長） 

 よろしいでしょうか。 

 

（渡邉委員） 

 はい。 

 

（釜江座長） 

 よろしいですか。Ｗｅｂの先生方，何かございますか。よろしいでしょうか。はい。 

それで少し時間を超過しましたが，いろいろと今日は重要な話がありましたので，次回以

降，今日の質問回答とともに，やはり繰り返しますが中性子照射脆化の部分は，これには

予測式の問題でもあるので，しっかりと質問を理解した上で，回答をお願いしたいと思い

ます。 

 それでは，本日の議事を終了したいと思いますが，事務局の方から何かございますか。 

 

（事務局）  

 はい。本日の議事録は事務局で作成し，委員の皆様に御確認いただいた上で，県のホー

ムページに公表することとしておりますので，よろしくお願いいたします。事務局からは

以上でございます。 

 

（釜江座長） 

 はい。それではこれをもちまして本日の議事を終了したいと思います。どうも長時間あ

りがとうございました。 

 

（事務局） 

 以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 

  


